
第 ２ 回

熊本県議会

文教治安常任委員会会議記録

平成19年６月19日

開 会 中

場所 第 ２ 委 員 会 室



- 1 -

熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録第 ２ 回

平成19年６月19日（火曜日）

午前10時２分開議

午後０時20分休憩

午後０時27分再開

午後１時52分閉会

本日の会議に付した事件

議案第１号 平成19年度熊本県一般会計補

正予算（第１号）

議案第８号 熊本県警察本部の内部組織に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第９号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

報告第１号 平成18年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち

請第１号 県立高等学校再編整備計画に関

する請願

請第４号 熊本県立八代東高等学校定時制

の存続に関する請願

請第５号 熊本県立阿蘇清峰高等学校の存

続を求める請願

請第６号 県立高等学校再編整備計画に関

する請願

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて

報告事項

①熊本県教育振興基本計画の策定について

②県立高等学校の再編整備等に係る計画の

策定状況等について

③熊本県中小企業振興基本条例への取り組

みについて

④行財政改革の取り組みに関する平成18年

度実績について

出席委員（８人）

委 員 長 吉 永 和 世

副委員長 守 田 憲 史

委 員 倉 重 剛

委 員 松 村 昭

委 員 小 杉 直

委 員 平 野 みどり

委 員 氷 室 雄一郎

委 員 早 田 順 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教育長 柿 塚 純 男

総括教育審議員兼

教育次長 新 井 久 徳

総括教育審議員兼

教育次長 石 井 二三男

教育次長 中 村 和 道

首席教育審議員兼

教育政策課長 吉 村 孝

福利厚生課長 中 村 義 臣

高校教育課長 石 井 博 憲

義務教育課長 木 村 勝 美

首席教育審議員兼

学校人事課長 松 葉 成 正

社会教育課長 遠 藤 洋 路

人権同和教育課長 堀 田 浩一郎

文化課長 梶 野 英 二

体育保健課長 八十田 宏

施設課長 橋 口 正 治

高校整備政策監兼

高校整備推進室長 後 藤 泰 之

警察本部

本部長 横 内 泉

警務部長 蝦 名 幸 二
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生活安全部長 德 永 幸 三

刑事部長 林 泰 相

交通部長 黒 木 修

警備部長 島 崎 政 廣

参事官兼首席監察官 森 田 惟 信

参事官兼警務課長 松 本 一 幹

参事官兼会計課長 吉 村 郁 也

総務課長 吉 長 立 志

参事官（生活安全企画） 古 賀 清 也

参事官（少年） 竹 下 昭 治

参事官（刑事） 川 崎 広 文

参事官（組対） 藤 井 勝 公

参事官（交通） 富 永 義 喜

参事官（運転免許） 山 口 安

参事官(警備） 桐 原 健 良

事務局職員出席者

議事課課長補佐 菊 住 幸 枝

政務調査課課長補佐 松 本 公 利

午前10時２分開議

、 、○吉永和世委員長 それでは ただいまから

第２回文教治安常任委員会を開会いたしま

す。

まず、開会に当たりまして自己紹介を申し

上げます。

さきの第１回委員会におきまして委員長に

選任いただきました吉永でございます。今後

１年間、守田副委員長とともに誠心誠意委員

会運営に努めてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻をいただきますよう、心からお願い申し上

げます。

また、教育長、警察本部長を初めとする執

行部の皆様方におかれましても、御協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。

簡単でございますが、ごあいさつにかえさ

せていただきます。

次に、守田副委員長からごあいさつをお願

いいたします。

○守田憲史副委員長 おはようございます。

さきの第１回委員会におきまして、副委員長

に選任いただきました守田憲史でございま

す。

、 、今後１年間 吉永委員長を補佐し一生懸命

円滑な委員会運営に努めてまいりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員各位また執行部の皆様方の御協力を、

よろくお願い申し上げます。

簡単ではございますが、ごあいさつとさせ

ていただきます。

○吉永和世委員長 今回、新たに付託された

請願が４件あり、提出者から趣旨説明の申し

出があっておりますので、これを許可したい

と思います。

請第１号についての説明者を入室させてく

ださい。

（請第１号の説明者入室）

○吉永和世委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いいたします。

（請第１号の説明者の趣旨説明)

○吉永和世委員長 趣旨は、よくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りをお願いいたします。御苦労さま

でした。

（請第１号の説明者退室）

○吉永和世委員長 次に、請第４号について

の説明者を入室させてください。

（請第４号の説明者入室）

○吉永和世委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いいたします。

（請第４号の説明者の趣旨説明)

○吉永和世委員長 趣旨は、よくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りをお願いいたします。御苦労さま



- 3 -

でした。

（請第４号の説明者退室）

○吉永和世委員長 次に、請第５号について

の説明者を入室させてください。

（請第５号の説明者入室）

○吉永和世委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いいたします。

（請第５号の説明者の趣旨説明)

○吉永和世委員長 次に、請第６号について

は、請第５号の説明者が趣旨説明を行うとい

うことでございますので、引き続き請第６号

の説明をお願いいたします。

（請第６号の説明者の趣旨説明)

○吉永和世委員長 趣旨は、よくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りください。

（請第５号、第６号の説明者退室）

○吉永和世委員長 本日の委員会は、執行部

を交えての初めての委員会でありますので、

執行部の幹部職員の自己紹介をお願いしま

す。なお、自己紹介は課長以上にお願いし、

審議員、課長補佐につきましては、お手元の

委員会資料の幹部職員名簿で御承知おきいた

だきたいと思います。

それでは、教育委員会柿塚教育長から順に

お願いいたします。

（柿塚教育長～橋口施設課長の順に自己

紹介）

○吉永和世委員長 次に、県警本部の横内警

察本部長から順に自己紹介をお願いいたしま

す。

（横内警察本部長～桐原警備部参事官の

順に自己紹介）

○吉永和世委員長 それでは、執行部から教

育委員会、警察本部の順に主要事業等の説明

をお願いします。

質疑は付託議案等説明終了後に一括してお

受けしたいと思います。

まず、教育長から総括説明をお願いし、続

いて担当課長から資料に従い、主要事業等の

説明をお願いいたします

初めに、柿塚教育長。

○柿塚教育長 おはようございます。議案の

説明等に先立ちまして、一言ごあいさつを申

し上げます。

さきの県議会議員選挙におきまして御当選

なされました委員の皆様方、まことにおめで

とうございます。心からお喜びを申し上げま

すとともに、教育委員会の施策の推進につき

まして、今後とも一層の御支援、御協力を賜

りますようにお願いを申し上げます。

次に、本年度、教育委員会が取り組みます

主な事業の概要につきまして御説明申し上げ

ます。

まず、本議会でも御質問がありましたが、

教育基本法の改正を受け、県の教育振興に関

する基本方針を総合的に取りまとめた教育振

興基本計画の策定に取り組んでまいりたいと

考えております。

学力の向上につきましては、本県では児童

生徒の学力を客観的に把握するため、平成14

年度から「ゆうチャレンジ」を開発していま

すが、この「ゆうチャレンジ」の問題が文部

科学省から高く評価され、ことし４月に実施

されました全国学力・学習状況調査の問題開

発の参考とされたところです 本県では ゆ。 、「

うチャレンジ」や県学力調査に本学力調査結

果分析を加えまして、児童生徒の学力の状況

及び教員の指導の実態をより的確に把握いた

しまして、さらなる事業改善を推進し、確か

な学力の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

いじめ・不登校問題につきましては、各学

校でのいじめ解消や予防の取り組みを支援す

るための「いじめ対応の手引き」を公立小・

中学校のすべての教職員に配付いたしまして

活用を進めるとともに、毎年６月を「いじめ

根絶月間」と定めまして 「いじめ根絶シン、
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ポジウム」の開催を初め、いじめ根絶に向け

ての学校、家庭、地域が連携して取り組む機

運を高め、取り組みの充実が図られるよう啓

発を進めておるところでございます。また、

学校、家庭、関係機関等のネットワークの構

築、強化などを行いますスクールソーシャル

ワーカーを活用した新たな取り組みも進めて

まいります。

高校生の就職支援につきましては、望まし

い職業観、勤労観を身につけた人材育成のた

め、短期の就業体験に加えまして、実践的な

知識や技能の体得のための長期の企業実習を

モデル的に実施してまいります。

また、高校生の進学支援につきましては、

地域から特に進学に対するニーズが高い学校

を指定、育成し、生徒一人一人の進学の実現

を図るとともに、県下全体の進学指導力の向

上を図ってまいります。

障害のある児童生徒への教育につきまして

は、特殊教育から特別支援教育への転換を踏

まえ、支援を必要とする児童生徒一人一人の

教育的ニーズに応じた教育を行うための体制

整備や理解啓発、教員の専門性向上などに努

めてまいります。

県立高校の再編整備等につきましては、５

月15日の教育委員会において「県立高等学校

再編整備等基本計画」の第２次素案と「県立

高等学校再編整備等実施計画(前期)」の素案

を決定し、公表したところでございます。

今後、両計画につきましては、夏をめどに

、 、素案から案にし パブリックコメントを経て

秋をめどに計画を決定できればと考えておる

ところでございます。

また、再編整備に伴う通学事情が著しく悪

くなるような場合の交通手段について、しっ

かりと確保できるよう前向きに研究してまい

りたいと考えております。

少子化とそれに伴う県立高校の小規模化が

進む中、高等学校段階で求められる教育環境

を確保していくためには、県立高校の再編整

備は避けられないと考えております。皆様方

の御理解と御協力をお願いいたします。

社会教育については、家庭教育に関するキ

ャンペーンを展開するとともに電話相談やテ

レビ放送等の各種事業を実施することによ

り、すべての家庭に届く家庭教育支援に努め

てまいります。また、新規事業として放課後

や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、

勉強やスポーツ・文化活動、地域住民の皆様

方との交流活動等を実施する「放課後子ども

教室推進事業」を実施いたします。さらに、

熊本県子どもの読書活動推進計画に基づきま

して、読書フェスティバルの開催や、ユニバ

ーサルデザインの視点を踏まえた障害のある

子供たちの読書活動の支援に努めてまいりま

す。

人権教育につきましては、学校の管理職や

人権教育担当者を初め、全教職員の基本的認

識の確立と実践的指導力の向上を図るため、

各種人権教育研修の充実に努めてまいりま

す。

あわせて、人権教育啓発資料の作成や社会

教育における指導者の育成等を通して、すべ

ての人々の人権が尊重される社会の実現を目

指してまいります。

本県の文化芸術の発展や観光振興に寄与す

ることを目的として、財団法人永青文庫が所

有する国宝級を含む本県ゆかりの美術品等

を、県立美術館に常設展示するための施設改

修及び調査研究等を行ってまいります。

なお、平成20年春のオープン予定でござい

ます。

体育・スポーツの振興については、生涯を

通じた健康・体力づくりの推進を図るため、

「子どもの体力向上推進事業」に取り組むと

ともに、中高齢者の体力向上についても「シ

ニア元気体力向上支援事業」により、習慣的

運動が体力や健康に与える効果を検証し、啓

発を図ってまいります。

学校安全については、近年学校管理下にお
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ける事件、事故が大きな問題となっているた

め、本年度も引き続き「地域ぐるみの学校安

全体制整備事業」を中心に、県内すべての学

校における児童生徒の安全が図られるよう積

極的に取り組んでまいります。

教育環境の整備、充実については、災害発

生時における生徒及び教職員の安全性の確保

のため、耐震改修事業を計画的に実施いたし

ます。

、 、 、また 校舎等の改築事業として 菊池高校

人吉高校五木分校の工事、熊本商業高校、済

々黌高校管理棟及び北稜高校北校舎の実施設

計を行うこととしております。

次に、今議会に提案されております教育委

員会関係議案の概要につきまして、御説明い

たします。

第１号議案、平成19年度熊本県一般会計補

正予算は、県立高等学校の施設整備に要する

経費について、約6,400万円を計上しており

ます。

身体に障害を持った生徒が安全かつ円滑な

学校生活を送るため、エレベーター設置等を

行うこととしております。

また、報告第１号で、高等学校施設整備事

業等に係る繰越計算書の報告をしておりま

す。

以上が、本年度の主要事業及び今議会に提

案されております議案の概要でございます。

詳細につきましては、担当課長から説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

いたします。

○吉村教育政策課長 教育政策課でございま

す。

お手元の、平成19年度主要事業及び新規事

業という説明資料をごらんください。

まず、１ページから８ページまでは、教育

委員会の組織機構や分掌事務でございます。

説明は、省略させていただきます。

次に、９ページをお願いいたします。教育

委員会全体の平成19年度当初予算総括表でご

ざいます。

一般会計予算は、総額1,645億6,400万円余

となり、前年度比で、２億1,800万円余、0.1

％の増となっております。

、 。各課別の内訳は 表のとおりでございます

増額の主なものでございますが、高校教育

課では従来、国際課で計上しておりました高

等学校英語指導助手費の移管、学校人事課で

は教職員退職手当の増、文化課では永青文庫

の常設展示室の整備に係るものでございま

す。

一般会計に２つの特別会計を加えました当

初予算総額は、1,660億4,800万円余となりま

して、前年度比で４億8,600万円余、0.3％の

増となっております。

次に、10ページをお願いいたします。教育

政策課の主要事業及び新規事業でございま

す。

まず、教育振興基本計画策定事業でござい

ますけれども、これについては後ほど報告事

項で説明いたします。

次に11ページ、くまもと「教育の日」事業

でございます。

これは、教育の重要性について県民の方の

理解を得るとともに、教育関係者が新たな思

いで教育に取り組む経費とすることなどを目

的に、11月１日をくまもと教育の日と定め、

県内全域でこの趣旨に沿った催しを幅広く行

っております。３年目でございます。

本年度は、教育振興基本計画の策定に取り

組むことから、本県教育の方向性について考

え、また、教育の質的向上を目指す契機とす

るためのフォーラムを、11月１日、熊本市民

会館で開催することとしております。

各地域におきましては、教育事務所単位の

地域教育フォーラムの開催や各学校の公開授

業や研修会等の実施を予定しています。

12ページをお願いいたします。教育広報事

業でございます。
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教育改革に向けた取り組みについて、教育

にかかわる方との連携を図るために、教職員

向けの「教育くまもと」と保護者向けの「ば

とん・ぱす」などの教育広報誌を発行し、ま

たホームページや報道機関等を通じた情報発

信により、積極的に広報活動を進めてまいり

ます。

13ページでございます。教育情報化推進事

業でございますが、社会の情報化に伴いまし

て、児童生徒には情報に対するしっかりした

モラルをはぐくみながら、情報通信技術を的

確に活用できる能力を進める一方で、教職員

には情報通信技術を活用して児童生徒に対し

確かな学力を定着させられるよう、指導力を

身につけてもらう必要がございます。そのた

めに、教職員に対しましては各学校にリーダ

ーを配置すること等によりまして、情報通信

技術を活用した指導力アップや授業内容の改

善と情報交換の促進に努めているところでご

ざいます。

以上が教育政策課の新規及び主要事業でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○中村福利厚生課長 福利厚生課でございま

す。

平成19年度の主要事業について、御説明い

たします。資料の、14ページをお願いいたし

ます。

まず教職員福利厚生事業でございますが、

本事業は公立学校共済組合熊本支部が実施し

ます教職員の福利厚生事業に対し補助を行う

ものでございます。内容は、人間ドッグとメ

ンタルヘルス関係事業でございます。

、 、次に 教職員住宅建設事業でございますが

本事業は平成13年度までに建設をいたしまし

た教職員住宅に係る公立学校共済組合本部へ

の償還金及び廃止をいたします教職員住宅12

戸の解体工事費用、並びにダム建設に伴いま

す人吉高等学校五木分校教職員住宅の移転費

用でございます。

以上が福利厚生課の主要事業でございま

す。よろしくお願いいたします。

○石井高校教育課長 高校教育課でございま

す。

平成19年度の主要事業について、御説明い

たします。資料は、15ページから17ページま

ででございます。

まず、地域重点校育成推進事業でございま

す。この事業は、これまで行ってきました進

学支援事業を拡充し、地域から特に進学に対

するニーズが高い県立高校を重点校に指定

し、生徒一人一人の進学の夢を実現させると

ともに、その進学指導のノウハウを県全体に

普及し、大学進学率の向上を目指すものでご

ざいます。

16ページをお願いいたします。

次に、高校生就業体験等支援事業でござい

ます。本事業は、望ましい勤労観、職業観を

育成するための就業体験を実施するととも

に、実践的な知識や技術の体得のための企業

での実習と学校での講義等を組み合わせた授

業をモデル的に実施し、実践的な産業人の育

成を図るものでございます。

本事業の実施により、社会に貢献できる人

材の育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、特別支援教育ステップアップ事業で

ございます。本事業は、特殊教育から特別支

援教育への転換を踏まえ、特別支援教育の体

制整備、理解啓発、教員等の専門性の向上を

図るもので、学校、家庭、福祉等の関係機関

との連携を図るためのネットワークの構築、

セミナーの開催やコーディネーター養成研修

などを行うこととしております。

本事業の実施により支援が必要な幼児、児

童生徒一人一人のニーズに応じた教育に努め

てまいりたいと考えております。

17ページをお願いいたします。

次の、ほほえみスクールライフ支援事業で
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ございますが、医療的ケアが必要な児童生徒

が在籍する養護学校に看護師を配置し医療的

ケアを行うとともに、研修を受けた教員が看

護師と連携し医療的ケアの一部を実施するも

のでございます。

これにより、児童生徒が安心して学習でき

る環境の整備、保護者の介護負担の軽減を図

ってまいります。

最後に、県立高等学校教育整備推進事業で

ございます。社会状況の変化や生徒数減少に

対応するため、県立高校の再編整備を推進す

る事業で、基本計画の策定、前期の実施計画

策定、地域説明会などを行うこととしており

ます。

県立高校の再編整備につきましては、この

後、詳しく説明いたしたいと思います。

、 。以上 高校教育課の主要事業でございます

よろしくお願いいたします。

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。

平成19年度の主要事業について、御説明さ

せていただきます。資料は、18ページから20

ページでございます。

まず「かがやけ！肥後っ子」事業でござい

ます。本事業は、就学前教育推進の事業でご

ざいます。生涯にわたる人間形成の基礎を培

う乳幼児期に、県民が一体となって、たくま

しく心豊かな子供をはぐくむよう推進してい

くとともに、就学前から小学校以降の教育へ

の円滑な移行と、確かな接続を図りながら、

肥後っ子かがやきプランに基づいた環境づく

りを進めてまいります。

特に本年度は、就学前教育の振興充実モデ

ル実践研究として、幼・保、小中連携の実践

研究、幼・保における親の子育て力アップの

実践研究、大学と連携した接続期の研究の３

分野において、地域を指定し実践的な研究を

推進してまいります。

次に、学力向上対策事業でございます。本

県における児童生徒の学力向上を図るため、

研修会等を通じて教職員の指導力の向上に努

めるとともに、教科における基礎的、基本的

事項の定着状況を客観的に評価するための問

題「ゆうチャレンジ」や、中学生に発展的な

問題に関心を持たせやる気を喚起する問題

「まいチャレンジ」の開発を引き続き行って

まいります。

、 、また 熊本県学力調査を昨年度に引き続き

県内小中学校の６割を抽出して実施し、児童

生徒の定着状況や教師の指導上の課題を明ら

かにした上で、その課題解決を図るための事

業改善に向けた取り組みを重点的に行ってま

いります。

19ページをお願いいたします。

いじめ・不登校対策総合推進事業でござい

ます。本事業は、いじめ・不登校問題の予防

及び解消、根絶に向けた総合的な対策を検討

するための、不登校等対策検討委員会の開催

や、教職員等に対するカウンセリング能力向

上のための研修、各種教育相談員の派遣等を

行ってまいります。

また、専門的知識を持ったスクールカウン

セラーの配置につきましては、配置の形態を

見直し、１人のカウンセラーが２校を担当す

るなどの効率的な配置を行い、延べ116校の

中学校に配置し、学校での教育相談体制の充

実に努めてまいります。

次に、子どもたちの自立支援事業でござい

ます。

本事業は、文部科学省からの全額国庫の新

規事業でございます。２教育事務所にスクー

、 、 、ルソーシャルワーカーを配置し 学校 家庭

関係機関等の連絡調整を行いながら、いじ

め・不登校問題の解決に向けた総合戦略の提

案及び連携ネットワークのあり方等について

のモデルとしての調査、また指定地域及び指

定校において不登校児童生徒の自立性に向け

たカリキュラムやプログラム開発等の実践的

な調査研究を実施してまいります。
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20ページをお願いいたします。

指導力強化研修事業でございます。子供か

らの信頼をなくし授業が成立しないなどの教

員が現実に存在しており、こうした教員は児

童生徒への教育の責任が果たせないばかり

か、子供の人格形成に重大な影響を与えかね

ず、本県教育の重大かつ緊急の課題であると

考えております。

そこで、指導力不足教員と判定された教員

を県立教育センターに派遣し、原則１年間の

集中した研修を実施し、指導力を回復させ学

校現場に復帰させていきたいと考えておりま

す。本年度の受講者数は、３名となっており

ます。

最後に、食育推進事業でございます。本事

業は、学校における食育の充実を図り、生涯

にわたり、みずからの健康管理ができる児童

生徒を育成することを目的とした事業でござ

います。学校教育活動全体を通した食育推進

を図るため、本年度から新たに任用する栄養

教諭の資質向上のための研修や実践発表会の

、 、 、実施 また すべての県立農業高校を指定し

近隣の幼稚園、保育所、小中学校との食に関

する交流活動などを実施してまいります。

以上、義務教育課の平成19年度主要事業で

ございます。よろしくお願いいたします。

○松葉学校人事課長 学校人事課でございま

す。

本課の主要事業につきまして御説明をいた

します。説明資料21ページをお願いいたしま

す。

まず、豊かな育ちをつなぐ35人学級編制事

業でございますが、基礎学力の充実と基本的

生活習慣の確立をねらいとして、現在、県下

の全小学校１、２年生におきまして35人学級

編制を実施しております。35人学級編制につ

いてアンケートを実施した結果、児童のあい

さつや給食の状況といった基本的生活習慣の

定着状況や教師の指導方法の工夫改善に効果

的だとの回答があり、導入校ではきめ細かな

学習指導や基本的な生活習慣の確立など、一

定の制果を上げております。

平成19年度も引き続き小学校１、２年生の

35人学級編制を実施し、その効果を検証して

いくこととしております。

次に、新規事業の小中学校庶務事務集中化

事業について御説明いたします。

現在、学校人事課や各教育事務所で行って

おります臨採の先生方の給与事務や旅費事務

などを学校人事課に集中するため、臨採給与

計算事務をホストコンピューターで行うこと

ができるよう、システムを改修するものでご

ざいます。これにより、臨採の先生方につき

ましても本採と同じ流れで事務処理を行うこ

とが可能となるとともに、口座振り込みが可

能となり効率化につながると考えておりま

す。

また、あわせて扶養手当などの認定権限を

市町村に移譲することで認定事務の迅速化、

効率化を図りたいと考えております。これら

の取り組みにより、事務職員15人程度の人員

削減効果もあると考えておるところでござい

ます。

次に、学校の組織運営に関する調査研究事

業について御説明いたします。

これは、学校運営を支える機能の充実のた

め、現行の校長、教頭の管理職と一般教職員

との間に、監督権限を持った主幹教諭の導入

など、新たな職の設置について検討するもの

でございます。平成16年度より内部的に調査

研究を行ってきましたが、平成18年度からは

文部科学省の委嘱事業、学校の組織運営に関

する調査研究、平成20年度までの３カ年でご

ざいますけれども、これを受けまして具体的

な検討を始めたところであります。

今後は、平成19年３月10日の中教審答申や

学校教育法の改正予定を踏まえまして、副校

長や指導教諭等も含めて、本県の実情に合っ

た新たな職の設置に向け検討を進めていきた
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いと考えておるところでございます。

以上が、学校人事課の主要事業でございま

す。よろしくお願いいたします。

○遠藤社会教育課長 社会教育課でございま

す。

資料は、22ページから23ページでございま

す。まず、22ページをお願いします。

放課後子ども教室推進事業は、平成19年度

の新規事業でございます。この事業は、福祉

部局が実施する放課後児童健全育成事業と連

携しながら推進する、すべての子供たちを対

象とした総合的な放課後対策事業です。

内容としては、放課後や週末等に小学校の

余裕教室などを活用して、地域の方々の参画

を得まして、子供たちとともに勉強やスポー

ツ、文化活動、地域住民との交流活動などを

実施するものでございます。

事業を実施する市町村に対する経費の補助

と、県が実施する指導者研修などの事業に要

する経費でありまして、国と県の補助事業で

ございます。

次に、家庭教育力活性化支援事業は、幅広

く関係機関等と連携、協力を図りながら、キ

ャンペーンを通じた家庭教育の重要性の啓

発、広報、それから家庭教育に関する学習相

談機会の提供などを実施し、家庭教育力の向

上を図るものでございます。

次に、23ページをお願いします。

障害のある子どもたちの体験活動推進事業

は、障害のある子供たちを対象に、県立の青

少年教育施設を活用して、宿泊を伴い、ハイ

キング、海浜活動、野外炊飯などの自然体験

活動の機会を提供して、生活能力や人間関係

能力などをはぐくみ、生きる力の基盤を育成

するものでございます。

次に、障害のある子どもたちの読書活動推

進支援事業は、県立図書館、点字図書館、特

別支援学校、民間団体などと協力しながら、

布の絵本の作成研修会や手話を交えたお話し

会などを実施しまして、障害のある子供たち

の読書活動を推進していく事業でございま

す。

、 、最後に 子どもの読書活動推進支援事業は

熊本県子供の読書活動推進計画「肥後っ子い

きいき読書プラン」に基づいて、児童生徒の

読書活動を推進するための指導者育成の研修

会やフェスティバルの開催とともに、啓発資

料の作成、配布等を通じて、子供の読書活動

の推進に関する社会的機運の醸成を図るもの

でございます。

以上が社会教育課の主要事業でございま

す。よろしくお願いします。

○堀田人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。

資料の24ページをお願いいたします。

ここに掲げています各種人権教育研修事業

でございますが、この事業は、学校教育にお

いて人権教育推進に中心的にかかわる管理職

また担当教員等を対象としまして、さまざま

な人権問題についての認識を深め、実践的な

指導力向上を図るための研修をしてまいりま

す。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○梶野文化課長 文化課でございます。

資料の25ページをお願いいたします。

まず、永青文庫常設展示室整備事業でござ

いますが、本県の芸術文化の発展や観光振興

を目的といたしまして、財団法人永青文庫が

所有します美術品等の一部を県立美術館に常

設展示するための施設改修や開館に向けての

準備及び永青文庫の美術品等の調査研究を行

う事業でございます。既に改修工事の契約も

済み、来年の３月完成予定でございます。

次に「熊本城築城400年記念展」開催事業

につきましては、熊本城の築城400年記念事

業の一環としまして、歴代熊本城主にまつわ
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る美術品等約200点を一堂に集めた展覧会を

県立美術館で開催する事業でございます。会

期は、10月12日から11月25日の41日間の予定

でございます。

26ページをお願いします。

鞠智城整備事業でございます。全国でも数

少ない古代山城である国指定史跡鞠智城につ

きましては、文化財を生かした歴史公園を目

指し調査と整備を進めておりまして、平成19

年度も引き続き発掘調査及び広場の整備やサ

イン設備等の整備を予定しております。

なお、関係部局や地元と一体となって取り

組んでおります国営公園化につきましては、

イベントの開催や学校での活用など、啓発と

機運の醸成に努めてまいります。

次に、ふれあい芸術こども劇場事業でござ

いますが、本物の芸術文化に触れる機会が少

ない子供たちに、すぐれた舞台芸術に接する

場を提供しまして、豊かな情操を養い、文化

創造の新たな担い手としての育成を図る事業

でございます。

事業内容としましては、単県事業の「いき

いき芸術体験教室」事業として、声楽や打楽

器の演奏者などを学校に派遣するものでござ

いまして、本年度は、８プログラム63校で実

施する予定としております。

そのほか、文化庁事業の本物の舞台芸術体

験事業としまして、オーケストラや演劇など

の公演を23校で実施する予定でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○八十田体育保健課長 体育保健課でござい

ます。

資料は、27ページをお願いいたします。

最初に、子どもの体力向上推進事業でござ

います。社会環境や生活様式の変化に伴い、

全国的に児童生徒の体力は低下傾向にありま

す。本県も同様の傾向にありましたが、平成

16年度以降は、徐々にではありますが、向上

の傾向が見られるようになってきました。

本県では、これまでに体力テストの結果を

活用して、体力づくりができるようなプログ

ラム、また体力テスト診断ソフトを開発し活

用しております。

本年度は、新たに体力向上優良校制度を導

入し、効果的な実践を県内に発表し、体力向

上を推進してまいります。

次に、シニア元気体力向上支援事業でござ

います。

健康の維持増進に果たす運動の重要性を実

証するために、中高齢者を対象に高精度体組

成測定器を活用したモデル的なスポーツ教室

を開催し、具体的な効果検証を行い、成果を

広く県民に周知、啓発することを目的とした

事業で、体力アップ啓発事業と体力アップ効

果検証事業からなる３カ年の事業でございま

す。

本事業は、県民のスポーツ資質の向上につ

ながるよう、また市町村が地域の総合型地域

スポーツクラブを活用した４つの事業を行う

モデルとなるよう、事業推進に取り組んでま

いります。

資料28ページをお願いいたします。

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業で

ございます。学校管理下で起こる事件、事故

から児童生徒を守るため、平成17年度から実

施をしている全額国庫補助の事業でございま

す。

事業内容としましては、学校安全ボランテ

ィア養成講習を県内13カ所で実施をいたしま

す。また、地域の精通者等の方々を地域学校

安全指導員に委嘱しまして、学校安全ボラン

ティアと連携しながら、小学校を対象にパト

ロールを強化します。さらに２地域をモデル

地域に指定し、実践校での防犯訓練、安全マ

ップの作成などを実施し、事業終了後に成果

を発表いたします。

最後に、競技スポーツ振興事業でございま

す。本県競技力の維持向上を目指し、今後国

体を初めとする各種全国大会などに向けた選
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手強化及び各種競技の底辺拡大を図るための

事業でございます。

昨年、国民体育大会では、男女総合成績12

位、女子総合成績９位という好成績をおさめ

ております。本年度も競技力の維持向上に向

け、中長期的な展望に立った選手育成の視点

から、ジュニア期から成人までの一貫指導を

中心とした取り組みを推進していきたいと考

えております。

なお、子供の体力向上推進事業、シニア元

気体力向上支援事業、地域ぐるみの学校安全

体制整備推進事業の３事業につきましては、

本年度、県の元気づくりプロジェクト事業に

位置づけられております。

、 。以上 体育保健課の主要事業でございます

よろしくお願いいたします。

○橋口施設課長 施設課でございます。

29ページをお願いいたします。

まず、耐震改修事業でございます。震災時

における生徒及び教職員の安全性の確保のた

め、県立高等学校施設の耐震化を進めるもの

で、耐震診断32棟、耐震設計17棟、耐震改修

工事13棟を予定しております。

次に、校舎新・増改築事業でございます。

県立高等学校老朽施設等の増改築事業の実施

により、施設の安全性の確保、機能の向上等

を図るもので、事業内容に記載の５校につい

て今年度実施を予定しております。

以上が施設課の主要事業でございます。

よろしくお願いいたします。

○吉永和世委員長 引き続き、横内警察本部

長から、総括説明をお願いいたします。

○横内警察本部長 おはようございます。

文教治安常任委員会の委員長を初め委員の

皆様方には、平素から警察行政の各般にわた

り、深い御理解と温かい御支援をいただいて

おりますことに対し、まずもってこの場をお

かりして心からお礼を申し上げます。

また、吉永委員長並びに委員の皆様方にお

かれましては、大変お忙しい中、さきの交通

機動隊安全運転競技大会あるいは警察柔道・

剣道大会に御臨席いただきましてまことにあ

りがとうございました。重ねてお礼申し上げ

ます。

、 、本日は 初めての委員会でございますので

本県警察の業務概要等について御説明申し上

げます。

なお、各部門の業務概要及び主要事業につ

きましては、後ほど担当部長から説明いたし

ますので、私からは最近の治安情勢と本年の

重要課題について、その概略を説明させてい

ただきます。

まずは最近の治安情勢でありますが、県警

察では、県民が安心して暮らせる安全で安心

な熊本の確立を目指して、平成16年６月に策

定した熊本県警察緊急治安対策プログラムに

基づき、組織を挙げて諸対策を推進中であり

ますが、その結果、昨年１年間の刑法犯認知

件数が２万54件と、対前年比でマイナス2,13

7件、率にして9.6％減少するなど、平成16年

から３年連続して犯罪総量の減少を見たとこ

ろであります。ところが、本年に入り、自転

車盗など一部罪種が増加に転じ、５月末現在

で刑法犯認知件数が8,231件と、対前年比で4

65件、率にして6.0％増加するなど、いわゆ

る指数治安の改善傾向にかげりが見え始めて

いるところであります。

また、東京都内や愛知県下におけるけん銃

発砲立てこもり事件や長崎市長射殺事件な

ど、全国的にけん銃を使用した凶悪事件が相

次いで発生しておりますが、本県におきまし

ても、昨年11月、城南町において猟銃発砲人

質立てこもり事件が発生し、救出に当たった

警察官が重篤な傷害を負ったのは記憶に新し

いところであり、県民の皆様が安全安心を肌

で感じる体感治安の観点からも、まだまだ厳

しい現状が続いております。
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このような治安情勢を踏まえ、県警察では

本年も引き続き、街頭犯罪等抑止総合対策を

重点課題として掲げ、街頭活動の強化による

検挙活動や地域安全情報の積極的な提供、さ

らには地域住民の方々の自主防犯パトロール

に対する支援など、地域社会と一体となった

犯罪抑止活動に取り組んでまいります。

また、県民生活に大きな不安と脅威を与え

る殺人、強盗等の重要犯罪の徹底検挙や銃器

対策を含めた暴力団等組織犯罪対策につきま

しても取り組みを強化しているところであ

り、犯罪の抑止と検挙の両面で治安回復を確

実なものにしていきたいと考えております。

このほかにも、本年11月に開催されます第

31回全国育樹祭に伴う警備対策を初め、交通

事故防止対策、あるいは少年の非行防止と保

護対策など重要な課題が山積しております

が、県警といたしましては県民の安全で安心

な生活を確保するため、これらの一つ一つに

対しましても全力で取り組んでまいります。

次に、警察関係の議案でありますが、今回

御審議いただきますのは、第８号議案熊本県

警察本部の内部組織に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、第９号議案熊本

県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例について、報告第１号議

案平成18年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告についての３件であります。

詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

なお、終わりに、県議会を初め各方面から

多大なる御支援をいただき、平成14年度から

の６年間で本県警察官255人の増員が行われ

たところであります。

県警察では、これら増員分を含め、県下の

治安情勢に即した効果的な人員の配置運用に

努めているところであり、今後はその増員効

果を目に見える形で県民の皆様にお示しし、

県民の皆様にその成果を実感していただける

よう努めてまいりたいと考えておりますの

で、委員長初め委員の皆様方には、引き続き

警察活動に対する御理解と御支援をよろしく

お願い申し上げ、私の説明といたします。

○蝦名警務部長 失礼ながら、着座のまま説

明させていただきます。

警務部は、お手元の資料に沿って業務概況

等を説明いたします。

資料１ページには、所属長以上の幹部職員

を記載しており、資料２ページから警務部関

係の業務概況等々になっております。

第１は、熊本県警察の組織についてであり

ます。資料２ページをごらんください。

県警察を管理している公安委員会は３人の

委員によって構成され、県警察の運営全般に

ついての審議等を行っております。

次に、県警察の組織につきましては、警察

本部長のもと警察本部に29の所属と警察学校

、 。があり また県下に23の警察署がございます

昨年度末には司法制度改革に対応するた

、 。め 刑事部に刑事企画課を新設しております

資料３ページには、警察署の管内概況を示

しております。各警察署には交番、駐在所等

が設置され、24時間態勢で県内全域の治安維

持に当たっております。

資料４ページには、警察職員の条例定数を

掲げております。本県では、知事を初め県議

会議員の皆様の御理解と御支援により、本年

度30人の警察官が増員され、警察官の定数も

3,030人となったところであります。県警察

では、今後この増員を治安回復という成果で

お示しできるよう努力してまいる所存であり

ますが、棒グラフでお示ししておりますとお

り、本県の警察官１人当たりの負担県民人口

は628人と、九州各県の中で最も高いことか

、 、ら 引き続き皆様の御理解をいただきながら

警察官の増員を要望してまいりたいと考えて

おります。

資料５ページには、警察官の採用予定、配
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置時期等を示しております。警察官の採用試

験は年２回実施しておりますが、今回の増員

分30人についてはできる限り早く第一線に配

置するため、７月に実施されます警察官Ａ大

卒課程の採用試験合格者の中から、既に大学

を卒業している者を10月に採用することとし

ております。

資料６ページには、警察職員の年齢構成比

を示しておりますが、グラフのとおり50歳以

上の比率が高く、組織の高齢化が顕著であり

ます。

第２は、本年の県警察の運営方針及び重点

目標についてであります。資料７ページをご

らんください。

県警察では本年、治安回復に向けた力強い

警察活動の推進を運営方針に掲げ、さらに８

つの重点目標を定め、職員一人一人が安全で

安心な熊本を目指して各種施策を推進してい

るところであります。

第３は、熊本県警察緊急治安対策プログラ

ムの推進についてであります。資料８ページ

をごらんください。

県警察では、治安の悪化に歯どめをかける

ため、平成16年６月に策定した熊本県警察緊

急治安対策プログラムに基づき、街頭犯罪や

交通事故の抑止に向けた諸対策を推進してき

たところであります。

第４は、警察改革の推進についてでありま

す。資料９ページをごらんください。

警察改革については、警察行政の透明性を

確保するため、公安委員会及び警察本部長に

ついての情報公開の実施機関となり、積極的

に情報公開を進めております。

第５は、被害者支援総合対策の推進につい

てであります。資料10ページをごらんくださ

い。

被害者支援総合対策については、社団法人

熊本犯罪被害者支援センターとの連携を図り

ながら、被害直後における支援活動、県民の

意識啓発及び被害者支援ネットワークの拡充

等を行っております。

第６は、警察費予算についてであります。

資料の11ページをごらんください。

本年度当初の警察予算は総額426億4,200万

円で、前年度比マイナス0.4％、額にして１

億5,600万円減少し 県予算に閉める割合は5.、

8％となっております。

第７は、大量退職・大量採用時代への対応

についてであります。資料の11ページ及び12

ページをごらんください。

大量退職・大量採用時代に入り、現場執行

力の低下が懸念されるため、優秀な人材の確

保を初め、採用時教養や技能伝承などの職場

教養、実戦的な術科訓練の強化などに取り組

んでおります。

第８は、警察施設の整備状況についてであ

ります。同じく資料12ページをごらんくださ

い。

築後40年を経過する水俣警察署の整備につ

きましては、本年度は施工業者を決定し、９

月県議会の契約承認後に平成20年度の完成を

目指して新築工事に着工いたします。

第９は、警察情報管理システムの整備につ

いてであります。資料13ページを、ごらんく

ださい。

平成18年度末で2,767台のパソコンを整備

し、県下全所属間をパソコンネットワークで

結んでおり、県民への行政サービスの向上、

情報伝達の迅速化等に威力を発揮しておりま

す。

第10は、行政手続の電子化についてであり

。 。ます 同じく資料13ページをごらんください

県警察におきましても平成17年度より運用

を開始し、現在、遺失届け等の７業務を運用

しております。

第11は、個人情報漏えい防止についてであ

ります。同じく資料13ページをごらんくださ

い。

県警察では、本年３月31日をもって私物パ

ソコン及びフロッピー等の私物外部記録媒体
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の使用を禁止し、公務の必要上、情報を庁舎

外に持ち出す際には、外部記録媒体として公

用フロッピー等を使用すること及び情報の暗

号化を徹底するなど、情報漏えい防止対策を

図っております。

最後になりますが、委員の皆様のお手元に

「熊本のまもり」という冊子をお配りしてお

ります。県警の業務や活動等を紹介した内容

となっておりますので、本日の業務概況説明

の参考としてごらんいただければ幸いです。

警務部からは、以上でございます。

○德永生活安全部長 それでは、生活安全部

から御説明を申し上げます。

資料は、14ページからでございます。

まず最初は、県警察が最重点として取り組

んでおります、街頭犯罪等抑止総合対策の推

進についてであります。

県内の刑法犯の認知件数につきましては、

平成16年６月に策定しました熊本県警察緊急

治安対策プログラムに基づき各種施策を実施

してまいりました結果、県内の刑法犯認知件

数は昨年まで３年連続で減少するなど、一定

の成果を上げているところでございます。

しかし、先ほど本部長から説明がございま

したように、本年５月末現在の刑法犯認知件

数は8,231件で、前年対比プラス465件と急激

に増加に転じております。特に、県民の皆さ

んの身近なところで発生する犯罪である自転

車盗や車上ねらいを中心に街頭犯罪認知件数

が大幅に増加するなど、犯罪情勢は極めて厳

しい状況にあるところであります。

このような中、本年における刑法犯の認知

件数の増加の抑止をすべく、県警察の総力を

挙げて諸施策を推進しているところでありま

す。

その主な施策としましては、パトロール隊

のリーダー研修会やパトロール用ユニフォー

ム等を提供することによる民間ボランティア

等の自主防犯活動の促進、防犯パトロールへ

の活用や子供の安全確保等のための犯罪、防

犯情報のタイムリーな提供、防犯意識の高揚

と防犯活動の波及、拡大のための子供を守る

地域安全安心ステーション推進事業等の重点

施策事業の推進等に努めているところでござ

います。

次に、15ページの地域警察活動について御

説明申し上げます。

地域警察官は交番、駐在所等を活動の拠点

として、すべての警察事象に即応する活動を

行うとともに、パトロールなど街頭活動を行

うことにより、各種犯罪の抑止、検挙に努め

ているところであります。

各種犯罪の抑止、検挙を促進するに当たっ

ては、大量退職に伴って大量に採用された経

験の浅い地域警察官に対する指導を徹底し、

執行力の強化を図っております。

また、交番相談員の増員と効果的運用を図

ることによりまして、交番に勤務する警察官

のパトロールの強化を図っているところであ

ります。

３番目は、16ページの少年非行の概況につ

いてであります。刑法犯で検挙、補導された

少年は、昨年まで３年連続して減少している

ものの、自転車盗や万引き等の初発型非行が

多発傾向にありまして、全刑法犯の検挙人員

に占める少年の割合は依然として全国平均を

上回るなど厳しい情勢にあります。

一方、インターネットの出会い系サイト等

を通じた児童買春や児童ポルノなど、少年た

ちを食い物にする福祉犯事件被害も急激に増

加していることから、取り締まりを強化して

いるところであります。

また、取り締まりと並行して被害少年の立

ち直り支援、あるいは地域社会が一体となっ

て取り組む少年の健全育成活動など、少年の

非行防止と保護の両面にわたる総合対策を推

進しているところであります。

第４は、17ページから18ページの生活経

済・生活環境・風俗事犯についてでありま
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す。

昨年、県民生活に直結するやみ金融事犯、

著作権法違反や商標法違反などの知的所有権

侵害事犯等の生活経済事犯については、200

件、200人を検挙しております。

特にやみ金融事犯については、平成15年か

ら集中取り締まり実施しているところであ

り、昨年中、暴力団周辺者や右翼団体による

貸金業の無登録営業、高金利事犯等21件、21

人を検挙し、九州各県警で最多の検挙件数と

なっております。

また、廃棄物事犯等の生活環境事犯及び売

春、風営適正化法違反等の風俗事犯について

も取り締まりを強化しているところであり、

そのうち廃棄物事犯につきましても、九州各

県中最多の検挙件数となっているところでご

ざいます。

今後も悪質な事犯については強制捜査を行

うなど、厳正に対処してまいりたいと思って

いるところでございます。

最後に19ページのストーカー・ＤＶ対策及

びサイバー犯罪対策についてでございます。

昨年中、ストーカー事犯につきましては38

8件の相談があり、その中で10件を警告し９

件を検挙しております。

また、ＤＶ事案相談対応状況につきまして

は、234件の相談事案に対応し、37件を口頭

警告し18件を検挙しております。

今後も、相談者等の身辺の安全を最優先と

して対応を図ってまいります。

サイバー犯罪対策につきましては、不正ア

クセス事件等で48件、11人を検挙していると

ころであります。今後とも関係行政機関等と

連携して、適正に対応してまいる所存でござ

います。

以上で生活安全部の説明を終わらせていた

だきます。

○林刑事部長 刑事部から御説明申し上げま

す。

20ページの刑法犯の認知件数、検挙状況に

ついてでありますが、警察本部長からも話が

ありましたように、平成18年中の刑法犯の認

知件数は２万54件で、平成16年以降３年連続

で減少しておりまして、うち38.1％を検挙し

ております。

なお、認知件数の約８割は窃盗犯罪であり

ます。

次に21ページ、重要犯罪についてでありま

、 、 、すが 平成18年中における重要犯罪は 殺人

強盗などの認知件数227件、検挙件数は149件

でありまして、平成18年中の捜査本部設置事

件は、鹿本郡植木町豊田における女性殺人・

死体遺棄事件の１件のみでありまして、被疑

者を検挙しております。

次に、22ページであります。

22ページは、重要窃盗犯の状況でありまし

て、平成18年中、身体に被害が及ぶおそれの

ある侵入盗等の重要窃盗犯の認知件数は2,00

1件、検挙件数は1,933件でありまして、検挙

率96.6％で、全国で１位という結果でありま

した。

検挙した主な事件としましては、そこに書

いてありますが、八代署で検挙しました寺院

併用住宅対象の広域窃盗事件などがありま

す。

続いて、23ページの知能犯事件についてで

あります。18年は、認知件数が875件、この

うち振り込め詐欺が349件で、前年に比べま

して件数で113件、被害金額で約8,100万円減

少しております。

なお、平成18年に検挙しました主な知能犯

事件としましては、公立多良木病院組合事務

長らによる臨床検査業務委託等をめぐる贈収

賄事件などであります。

次に、25ページであります。暴力団対策に

ついてであります。

県内では、平成18年末現在で46組織、約1,

100人の暴力団員を把握しております。全国

的に山口組への一極集中が顕著となった中、
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本県におきましても構成員等の２人に１人は

山口組系となっております。暴力団は、活動

形態をさらに不透明化させるとともに、資金

獲得活動を多様化させておりますが、総合的

な暴力団対策を推進中であり、平成18年中は

暴力団構成員等を274人検挙しております。

次に27ページ、薬物・銃器対策についてで

あります。18年中、覚せい剤等の薬物犯罪で

217人検挙しております。現在は特に覚せい

剤及び大麻事犯が増加しております。

銃器犯罪につきましては、平成18年中、県

内におきまして拳銃10丁を押収しております

が、このうちの３丁が暴力団からの押収であ

ります。

また、平成18年中には３件の銃器発砲事件

が発生し、そのうち２件については被疑者を

検挙しております。

次に28ページでありますが、来日外国人犯

罪についてであります。18年中は来日外国人

46人を検挙しておりますが、その約７割以上

は刑法犯であります。

次に、30ページであります。

鑑識活動についてでありますが、平成18年

中の現場鑑識活動は１万1,907件で、前年に

比べまして1,689件減少しております。過去

５年の鑑識活動は、刑法犯認知件数の減少に

比例して減少しておりますが、適正かつ綿密

な鑑識活動を実施するとともに、似顔絵や警

察犬の効果的な運用、ＤＮＡ鑑定資料の積極

的採用に努めております。

最後に31ページ、機動捜査隊の活動状況で

、 、ありますが 18年中の出動件数は1,760件で

前年に比べまして246件減少しております。

特に各警察署の体制が弱い深夜の出動が多

く、午後10時から翌午前５時までの時間帯に

おける出動件数が、全体の約半数を占めるこ

とから、夜間の初動捜査の主力として検挙活

動を推進しております。

以上で刑事部からの説明を終わらせていた

だきます。

○黒木交通部長 では、交通部から御説明を

させていただきます。資料の32ページをごら

んいただきたいと思います。

まず第１が、交通事故等の現状についてで

あります。１の交通環境の推移についてであ

りますけれども、県下の運転免許人口は平成

18年末現在約117万人に達し、免許適齢人口

、 、の1.3人に１人 車両台数は約155万台を数え

１世帯当たり2.3台を保有する状況にあり、

これは年々増加しております。また、全国平

均を上回る高齢化の進展は、高齢者の死亡事

故多発など深刻な影響を及ぼしておりまし

て、交通警察を取り巻く環境は依然として厳

しい状況にございます。

２の、交通事故の発生状況についてであり

ます。過去５年間の推移を見ますと、発生件

数は約１万3,000件、負傷者数が約１万7,000

人を挟みまして、わずかな増減を繰り返しな

がらも、ほぼ横ばいの状態にございます。

一方、死亡事故は全国的な傾向と同様に減

少傾向にあります。

資料の33ページをごらんいただきたいと思

います。

(2)の交通死亡事故の特徴についてであり

ますけれども、年齢層別で見てみますと、65

歳以上の高齢者が58人で、全死者の54.2％を

占め、最も多くなっております。これは全国

平均の44.2％を上回る状況にございます。

状態別では、歩行中の死者が41人と一番多

く、次いで自動車乗車中の38人の順に多くな

っております。

(3)の、高齢者の交通死亡事故の推移であ

りますが、各年とも歩行中の死者が最も多く

発生しておりますけれども、ことしは自転車

乗車中の死亡事故が多発しております。高齢

者の死者数は若干減少されましたものの、交

通死亡事故の特徴でも申し上げましたとお

り、依然として構成率が高いことから、今後

とも最優先に取り組むこととしております。
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資料の34ページをごらんください。

第２でございますけれども、総合的な交通

事故防止対策についてでございます。ただい

ま申し上げましたような交通事故等の情勢を

踏まえまして、次のような総合的な交通事故

防止対策に取り組んでおります。

その１つは、熊本県警察緊急治安対策プロ

グラムの効果的推進についてであります。先

ほどから御説明申し上げておりますけれど

も、この緊急治安対策プログラムの中で人身

事故を平成15年比で10％減少させるという目

標を達成するため、記載しておりますとおり

高齢者対策を初めとした６項目の対策に鋭意

取り組んでおります。

その２は、交通安全意識の普及、啓発につ

いてであります。関係機関、団体とも連携を

図りながら、幼児から高齢者に至るまで体系

的な交通安全教育を実施しておりますほか、

交通ルールの遵守等、交通モラルを醸成する

ため、交通安全ファミリー意識啓発など各種

の広報啓発活動を推進しているところであり

ます。

資料の35ページをごらんいただきたいと思

います。

３の、悪質交通違反の指導取り締まりにつ

いてであります。

無免許運転、飲酒運転など、交通事故に直

結する悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に

ついて重点を置いた取り締まりを推進してお

ります。

飲酒運転の検挙数は減少しておりますけれ

、 、ども これは取り締まりの強化に加えまして

飲酒運転の厳罰化あるいは飲酒運転撲滅等の

醸成等も背景にあるというふうに考えている

ところであります。

その４は、交通安全施設等の整備について

であります。

平成18年度に続きまして平成19年度も、あ

んしん歩行エリア対策、阿蘇方面の渋滞緩和

対策、主要幹線道路等における交通危険箇所

対策等の交通安全施設等の整備を図ることと

しております。

資料の36ページをごらんください。

第３は、総合的な暴走族対策についてであ

ります。暴走族につきましては、本年４月に

施行されました改正条例の適用も視野に入れ

まして、特別取り締まりを実施しております

ほか、暴走族加入阻止教室の開催など、暴走

族を許さない社会環境づくりへの取り組みも

強力に推進をしております。

暴走族の検挙につきましては、暴走族の一

番の中軸をなす共同危険行為違反の検挙件数

及び逮捕者数ともに増加しておりますけれど

、 。も その他は減少しているところであります

最後に第４として、その他３項目の説明を

申し上げます。

その１つは、去年６月１日に施行されまし

た違法駐車対策についてであります。

(1)の確認標章の取りつけ件数ですけれど

も、放置駐車確認標章の取りつけ件数は駐車

監視員等警察官で合計5,116件を取り付けて

おりまして、そのうちの約48％、過半数は駐

車監視員によるものであります。

このほか違法駐車に対する広報啓発等にも

取り組んでいるほか、資料37ページの(2)

の表に示しておりますとおり、瞬間路上駐車

台数は約６割近く減少しておりまして、一定

の効果があらわれていると考えています。

２は、中型免許制度への対応についてであ

ります。本年の６月２日から中型免許制度が

施行されましたけれども、この施行に向けま

して、運転免許センター内の試験コースの改

修や新大型免許試験車両を導入しておりま

す。

また、技能試験免除のための新大型免許教

習を、県下の自動車教習所４校で実施するこ

ととしています。

３は、運転免許証のＩＣカード化への対応

についてであります。

運転免許証の偽変造防止を目的としました
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ＩＣカード化を本県では平成20年１月４日に

運用を予定しておりまして、その運用開始に

向け機器の整備及び県民への周知のための広

報等を行っております。

以上で交通部からの説明を終わらせていた

だきます。

○島崎警備部長 警備部の業務概要について

御説明いたします。お手元の資料の38ページ

をごらんください。

第１は、第31回全国育樹祭に伴う警衛警備

対策の推進についてであります。

第31回全国育樹祭は、本年11月４日、阿蘇

市の阿蘇みんなの森をメーン会場として、全

国から約6,000人を集めて開催される予定で

あります。

同式典には皇族殿下を初め政府要人等多数

の来賓が見込まれております。

全国育樹祭の安全かつ円滑な開催は、本県

警察に課せられた重要な責務であり、本年３

月、警備第二課内に第31回全国育樹祭警衛対

策室を設置し、皇族殿下を初めとする来賓、

式典参加者の安全確保、御視察先等における

雑踏事故の防止、沿道における交通渋滞の緩

和等の諸対策を推進しております。

第２は、国際テロ対策の推進についてであ

ります。

、 、まず テロをめぐる警備情勢でありますが

平成13年９月に発生した米国における同時多

発テロ以降、世界各国でテロ対策を強化して

いるにもかかわらず、一昨年はサミット開催

中のイギリスのロンドンにおきまして、地下

鉄等の公共交通機関を標的とした同時多発テ

ロ事件が発生し、昨年８月には同じくイギリ

スで大規模なテロ計画が摘発されるなど、国

際テロ情勢は依然として厳しいまま推移して

おります。

このような中、来年は日本においてテロリ

ストにとって格好の標的対象となりますサミ

ットが開催される予定であり、国際テロ対策

をより一層強化しなければならない情勢にあ

ります。

次に、国際テロ対策でありますが、県警で

は本年３月、警備第一課内に国際テロ・外事

対策室を設置するとともに、テロを未然に防

止するため、テロリストを入らせない、テロ

の拠点をつくらせない、テロを起こさせない

、 、ことを基本に 広範な情報収集と的確な分析

海上保安庁等の関係機関と連携した水際対策

の強化、熊本空港等重要施設の警戒警備の徹

底など、総合的な警備対策を推進しておりま

す。

第３は、警備事件捜査の推進についてであ

ります。39ページをごらんください。

、 、まず 不法滞在者対策の推進でありますが

現在、我が国には20数万人もの不法滞在者が

存在すると推定されております。こうした不

法滞在者の存在は、さまざまな外国人犯罪の

温床となっているほか、不法滞在者が形成す

るコミュニティーがテロリストに悪用される

可能性も懸念されることから、県警ではこれ

まで以上に入国管理局等の関係機関との連携

による取り締まりを強化し、多くの不法滞在

者を本国へ送還するよう努めております。

次に、右翼対策の推進でありますが、右翼

は現在、北朝鮮問題、領土問題等をとらえ、

政府等に対する批判活動を活発に行っている

ほか、暴力団まがいの違法行為を行う者も多

く見られ、資金を獲得する目的で企業、自治

体等に対する執拗な街頭宣伝活動を行ってお

ります。

特に街頭宣伝活動におきましては、騒音被

、 、害にとどまらず 交通渋滞を引き起こすなど

地域における市民生活の平穏を害している事

例も見られることから、今般、一部改正され

た拡声機による暴騒音の規制に関する条例を

積極的に活用し取り締まりを強化するととも

に、右翼によるテロ等重大事件の未然防止に

向け、各種法令を適用した違法行為の取り締

まりを推進しております。
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40ページをお願いします。

過去５年間における県内での警備事件の検

挙・摘発状況についてでございますが、昨年

は、入管通報制度等の積極的活用によりまし

て、不法滞在外国人の検挙、摘発数が増加し

たこと、また悪質右翼団体の検挙を推進した

、 、ことなどから 一昨年を大きく上回る149件

151人を検挙・摘発しております。

第４は、大規模災害対策の推進についてで

あります。

、 、まず 自然災害の発生状況でございますが

過去６年間における県内での災害被害状況

は、41ページのとおりでございます。

昨年、本県では、死者２人、負傷者22人の

人的被害が発生しました。最近、大規模な地

震や洪水が国内外において発生しており、近

年における地球環境の変化を考えますと、今

後、県内においても予想を超えた大規模な災

害が発生しないとは限りません。

そのため、県警では災害警備対策として、

人的被害を出さないことを基本に、各防災機

関との緊密な連携を保持するとともに、平素

から救出・救助技術や装備資機材操法の向

上、習熟に努めております。

また、大規模災害に即応する専門部隊とし

て、熊本県警察広域緊急援助隊を組織し、平

素から各種訓練を行うとともに、発生に際し

ましては迅速に派遣して、被災者の救出、救

助、行方不明者の捜索、住民の避難誘導等の

災害警備活動に従事させております。

以上で、警備部の業務概要の説明を終わら

せていただきます。

○吉永和世委員長 以上で、執行部説明が終

わりました。

それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。

まず、議案について教育委員会、警察本部

、 。の順に 執行部の説明を求めたいと思います

それでは、教育委員会から説明をお願いし

ます。

○橋口施設課長 施設課でございます。

お手元の文教治安常任委員会説明資料平成

19年度補正予算及び平成18年度繰越明許費繰

越計算書という資料をごらんいただきたいと

思います。資料は２ページでございます。

今回の補正予算では、県立高等学校の施設

整備に要する経費といたしまして、学校建設

費6,370万3,000円の増額補正をお願いしてお

ります。

事業内容でございますが、身体に障害を持

った生徒が安全かつ円滑な学校生活を送るた

め、その障害の程度に応じてエレベーター設

置等を行うものであり、今回の補正は当初予

算編成時に受験意思の把握ができなかった入

学者に対応するもので、球磨商業高校エレベ

ーター設置及び水俣高校エレベーター設置、

段差解消のためのスロープ設置となっており

ます。

、 。続きまして ３ページをお願いいたします

平成18年度一般会計繰越明許費繰越計算書

について、御報告を申し上げます。

高等学校費のうち高等学校施設整備事業で

すが、５億4,736万7,000円を繰り越しており

ます。

内訳といたしましては、菊池高校校舎等改

築事業に係る繰り越しで、入札及び契約時に

不測の時間を要し、年度内完了が困難となっ

たため、事業費５億円のうち４億4,526万円

を繰り越したものでございます。

次に、人吉高校五木分校移転改築事業です

が、国及び五木村事業との調整に不測の時間

を要したため、事業費３億1,975万5,000円の

うち１億210万7,000円を繰り越したものでご

ざいます。なお、９月には五木中学校と同時

に供用開始予定でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○梶野文化課長 平成18年度一般会計繰越明
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許費繰越計算書の文化課分について御報告申

し上げます。同じく資料３ページでございま

す。

まず、鞠智城跡整備事業でございますが、

事業費のうち園路整備事業につきまして、国

指定史跡内の園路整備工事という事情により

まして、工事内容につきまして文化庁との調

整に時間を要したために設計がおくれ、年度

内の完了が困難となったことにより、事業費

2,004万8,000円を繰り越したものでございま

す。なお、10月末には完了する見込みでござ

います。

、 、次の 鞠智城跡災害復旧費でございますが

昨年６月及び７月の集中豪雨によりまして、

斜面が崩落するという被害を受けたことによ

る災害復旧費でございます。国の災害査定後

に事業の着工となることから、平成18年12月

に災害査定が実施されたために工期が十分に

確保できず、事業費3,119万2,000円を繰り越

したものでございます。なお、10月末には完

了する見込みでございます。

以上、よろしくお願いを申し上げます。

○吉永和世委員長 続いて、警察本部担当課

長から説明をお願いします。

○松本警務課長 警務課です。

警察から提出しております２つの条例案に

ついて御説明いたします。文教治安常任委員

会説明資料の２ページをお願いいたします。

まず、第８号議案熊本県警察本部の内部組

織に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。

本年４月１日、犯罪による収益の移転防止

に関する法律が施行され、通称エフ・アイ・

ユーと言われます、疑わしい取り引きに関す

る情報を集約、整理、分析し、捜査機関等に

提供する業務を行う機関であります市民情

報、これが金融庁から国家公安委員会へ移管

されました。これに伴いまして警察法施行令

が一部改正され、道府県警察本部の内部組織

の基準のうち刑事部の所掌事務として、犯罪

による収益の移転防止に関することが追加さ

れたところであります。

本県警察本部の部の名称と所掌事務は、こ

の警察法施行令の基準に合わせて定めている

ことから、今回、同様に刑事部の所掌事務と

して、犯罪による収益の移転防止に関するこ

とを加えることとしたものであります。

この条例の施行日は、公布の日を予定して

おります。

なお、資料３ページに新旧を対照しており

ます。

、 。次に 資料の４ページをお願いいたします

第９号議案熊本県警察の職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。

本条例の改正点は２点であります。

１点目は、無線自動車運転作業にかかわる

支給単価の改正であります。この作業は、主

に警察署の自動車警ら係の職員が行う作業で

ありますが、作業の危険性等から支給単価を

１日につき40円加算し380円とするものであ

ります。

２点目は、支給対象業務の見直しによる特

殊作業の一部廃止であります。廃止します特

殊作業は、通信指令業務などの特殊機械保守

作業、そのほか術科指導作業、運転免許路上

試験作業の３種類であります。

これらの作業につきましては、業務の困難

性、危険性等の希薄化などから支給の必要性

が低くなっていることから、今回廃止するも

のであります。

この条例の施行日は、７月１日を予定して

います。

資料６ページ、７ページに、新旧を対照し

ております。

以上で説明を終わらせていただきます。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○吉村会計課長 それでは、お手元の資料に

基づき御説明いたします。

８ページの、報告第１号平成18年度熊本県

一般会計繰越明許費繰越計算書の報告でござ

います。

これにつきましては、県道路整備課により

ます熊本天草幹線道路整備工事におきまし

て、米の山インターチェンジから上津浦イン

ターチェンジの間が地盤が軟弱な箇所ののり

面工事に時間を要しまして、平成18年度内の

完成が困難となったことに伴い、この区間の

道路標識等の交通安全施設整備費につきまし

て、平成19年２月議会におきまして繰越明許

費設定の御承認をいただいたところでありま

す。

本件に関し、繰越明許費設定のとおり事業

費5,500万円を平成19年度へ繰り越したこと

に関する御報告でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○吉永和世委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、主要事業、付託議案等につ

いて質疑を受けたいと思います。

申し上げますが、質疑を受けた課は課名を

言って、座ったまま説明をしてください。

それでは、質疑を受けたいと思います。質

疑はありませんか。

○小杉直委員 警察本部にひとつ。久しぶり

に文教治安に帰ってきましたが、よく分析さ

れて情報公開されて、方向性等が細やかに示

されておるなと感心して説明を受けたり資料

を見ておるところでございますが、德永部長

に13ページ、14ページ、大規模犯罪防止総合

対策の(2)の民間ボランティア等による自主

防犯活動についての質問ですが、本部長に先

般、本議会でこの質問をしたときに、知事部

局とよく連携しながら今後は取り組んでいき

ますというような答弁をいただいたんです

ね。

それで、私自身が調べた結果ですから正確

かどうかわかりませんが、例えばこの民間ボ

ランティア等による自主防犯活動の中の、防

犯グッズ等の支援ですね、これは大体300万

台だったり400万ぐらいしか年間に組んでな

いわけですね。それを単純に23署で割ると、

１署当たり17万ぐらいですね。そういうこと

から考えますと、防犯団体が約400団体、参

加人員が２万9,500人、約３万人ですね。そ

ういうふうな非常に盛り上がってきて、大変

ありがたい傾向にある中で、この予算要求と

いいますか予算設定というのは、私は少ない

ような気がするわけですよね。

例えば、青森県あたりは青色回転灯分だけ

でも500万とか、広島県では防犯ボランティ

ア支援事業として2,400万とか組んでおるこ

とを調べたわけですが、そこで何を言いたい

かといいますと、来年度からのこの分の予算

要求です。これをもっとアップするような予

算要求をしていく必要がないかどうかを質問

したいわけですね。

○德永生活安全部長 小杉先生から御指名を

受けましたので、発言をさせていただきたい

と思います。

今、小杉先生から、先般の一般質問で本部

長が答弁申し上げましたように、大変厳しい

犯罪情勢の中で防犯ボランティア団体の活用

というのは非常に有意義なものだというふう

に理解をいたしております。先般、御説明申

し上げましたように、３年連続の減少も、防

犯ボランティア関係の活動が大きく寄与して

いるものというふうに理解しているところで

ございます。

それで結論から申し上げまして、できれば

ふやしていただきたいというのが我々の切な

る願いでございます。国からのものもござい

まして、実は国費は、先ほども御説明いたし

ましたけれども、ボランティア団体に対しま

して品物が来ているというのがあります。10
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団体ぐらいに物が来ておりまして、照度計と

か懐中電灯とか防犯ブザーとか、これは懐中

電灯が10個とか防犯ブザーが10個とか腕章10

個とかいうようなものが団体に来るわけであ

りますが、何年かたちますと消耗してくると

いうこともございまして、なかなか国に頼る

ことも厳しいという状況がございますので、

できれば増額をさせていただければありがた

いというふうに考えているところでございま

す。御承知のとおり厳しい財政状況でござい

ますので、かなえていただけるかどうかわか

りませんが、それこそ要求すべきものは要求

して、スクラップするものはスクラップする

という観点で、さらに進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、さらなる御支

援のほどをよろしくお願い申し上げたいと思

います。

○小杉直委員 確かに財政厳しき折ではあり

ますけれども、これはやっぱり犯罪抑止のた

めに非常に今は民間ボランティアが盛り上が

ってきて、本部長答弁も一過性のものにしな

いように取り組んでいきますとおっしゃって

おったわけですが、ぜひ吉永委員長初めこの

委員会の委員の皆様は、そういう方面につい

ては十分な御理解がある先生ばかりだと思い

ますので、この文治委員会委員の後押しも受

けながら、非常に予算要求をしていただきた

い。

、 、ただ そこで用心しなくちゃいけないのは

警察全体の予算を削られて、その分を県がす

るというといかぬですから、警察全体の予算

はきちんと確保しながら、その防犯について

の機材、グッズは別途予算できちんとふやし

てもらうというような方向性でよろしくお願

いします。

、 、それで 防犯ボランティアというのは元来

もともとは自分たちで何もかも用意するのが

本来の姿ですけれども、現実はなかなかそう

いうふうにいかないということで、やっぱり

県警だけでなくて行政当局からもいろんな、

、 、 、その他の応援を得て 犯罪の抑止にも ３年

４年後には新幹線が来ますから、熊本は治安

がいいな、民間がしっかりと安全、安心に取

り組んで協力されておるなということも熊本

の売りにすべきだろうと思っておりますの

で、どうぞひとつ委員長よろしくお願いして

おきます。

以上でございます。

○早田順一委員 教育関係の19ページの、い

じめ・不登校対策総合推進事業で、この項の

中にスクールカウンセラー活用事業とか、い

じめ・不登校アドバイザー設置事業というこ

とがありますけれども、このスクールカウン

セラー活用事業については、先ほど１人で２

校、116校ということでありますが、この方

たちはすべてが専門員なんでしょうか。

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。

今年度は55名のスクールカウンセラーを、

今申し上げましたように116校にお願いして

おりますけれども、この方々は臨床心理士と

いう資格を持っている方また精神科医の方

々、また、そういう心理学面での大学の先生

方等を派遣しております。それに少し準ずる

方というのも入れております。これまでの経

験が、そういう面であるという方を入れてい

ます。

○早田順一委員 それと、次の子どもたちの

自立支援事業ですけれども、新規事業ですけ

れども、スクールソーシャルワーカー配置事

業の教育事務所がどこなのかと、その下の４

市町村はどこなのかを教えてください。

○木村義務教育課長 スクールソーシャルワ

ーカーに関しましては、現在のところ文科省

事業でございまして正式には決定してないん
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ですけれども、一応予定としまして、宇城管

内と鹿本管内を考えております。

それから下の４市町村でございますけれど

も、一応予定としまして、ここは自立支援実

践モデルということで、玉名市、山鹿市、八

代市、上天草市の４市を予定しております。

○早田順一委員 それと、22ページの放課後

子ども教室推進事業ですけれども、この事業

というのは、俗にいう学童保育のことなんで

しょうか。

○遠藤社会教育課長 社会教育課でございま

す。

学童保育事業は、福祉部局でこれまでも実

施をしております。学童保育は保護者が共働

きの家庭を対象とした事業ですけれども、こ

の事業は教育委員会でこの学童保育と連携し

て新しく始める事業で、すべての子供を対象

とした放課後の対策事業でございます。

○早田順一委員 それと、28ページなんです

けれども、この事業というのは、熊本市の事

業にスクールガードリーダーというのがあっ

、 、たんですけれども 学校安全対策事業ですが

そのことなんでしょうか。

○八十田体育保健課長 体育保健課でござい

ます。

熊本市の地域学校安全指導員でございま

す。

○早田順一委員 前に、子供たちの登下校を

守るスクールガードリーダーというのがあっ

たんですよ。

○八十田体育保健課長 その事業でございま

す。

○早田順一委員 これは警察のＯＢの方々と

か、そういう方々が当たられると聞いており

ますけれども、大体どれくらいの間隔で回ら

れているんでしょうか。

○八十田体育保健課長 今の事業では、１小

学校に１人配置をしておりまして、週２回を

めどに、早朝または放課後に指導いただいて

おります。

○早田順一委員 私が聞いているのは週１回

と聞いていたんですけれども、週２回に間違

いないですか。

○八十田体育保健課長 はい。今年度から週

２回です。

○早田順一委員 今年度から週２回ですね。

はい、ありがとうございます。

先ほど小杉先生の方から、警察関係で防犯

ボランティアというのがありましたけれど

も、こういった警察の事業とか、こういう教

育委員会の事業というものを何か絡ませてで

きないものかとちょっと思ったんですけれど

も、どなたに聞いたらいいでしょうか。

○八十田体育保健課長 体育保健課でござい

ます。

こういう事業に関しましては県警それから

環境生活部等と連携をして、いろいろな情報

交換をしながら行っております。

○早田順一委員 先ほど警察の方で、予算が

少ないということでありましたので、こうい

う教育関係の学校、ここに書いてありますけ

れども、熊本県犯罪の起きにくい安全・安心

まちづくり条例に基づくということでやって

おられる事業でありますので、こういう警察

関係の方々とぜひ協力をしていただいて、で

きれば予算も一緒に何かできないかなという

ふうに思っているんですけれども。
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○八十田体育保健課長 体育保健課でござい

ます。

教育委員会の事業に関しては全額国庫補助

の事業でございますので、現在国の予算でや

っております。その範疇が、教育委員会の方

に係るというふうになっております。

○早田順一委員 できれば、ぜひ検討してい

ただいて、お互いが共有できるような予算化

がもしできればお願いしたいと思います。

○氷室雄一郎委員 警察の増員の件で４ペー

ジでございますが、これは長く言われてきた

問題でございますが、本県の警察でいえば今

の年齢でいえば57、58がこれから大量に退職

をされます。また新規の採用もあると思いま

すが、それと並行してこの増員の問題は、い

つも九州第一の高負担と、ここ数年この差は

縮まっておるというデータがありましたら。

○蝦名警務部長 今、手元にデータはござい

ませんので、正確な数字のお答えは後ほどま

たお持ちいたします。

ただ、平成14年度以降、これは全国的に、

ほとんどの都道府県におきまして増員が図ら

れてきたところでございます。したがいまし

て、本県でこの６年で255人増員されました

が、他県におきましても同程度あるいはそれ

以上の割合で増員されてきましたので、そう

変わってないというのが実態であります。

○氷室雄一郎委員 全国平均から見ても大変

厳しい状況が、そのまま移行しているという

ふうに解していいわけですね。我々も努力を

せないかぬですけれども、この辺は何とかな

らぬのかということは議会でも再三審議をさ

れてきた問題でございますので、それについ

て何か御答弁をいただきたいと思います。

○蝦名警務部長 全国的な増員につきまして

は、本年度分をもって一応終了ということに

なっております。ただ、本県といたしまして

は、このように九州１位、全国でも12位とい

う高負担率でありますので、今後も県議会の

皆様それから知事等にお願いしまして、直ち

に増員されるかどうかこれはもちろんわかり

ませんが、引き続きその要望をしてまいりた

いというふうに考えておるところでございま

す。

○氷室雄一郎委員 では、これはもうここず

っと、九州内を考えると10年ぐらい変化はな

いということですね。

、 、○蝦名警務部長 九州内を考えますと 昨年

熊本が負担率は１位で２位が大分、以下、鹿

児島、宮崎というふうな順番になっておりま

す。本年を見ますと、その順番は九州８県で

これは全くその順位は変わっておりません。

○小杉直委員 関連質問で、この14年度から

ずっとふえ出したことは、今警務部長がおっ

しゃった全国的な傾向でもあるわけですが、

知事そのものが警察庁長官のところに直接要

求を本部長や警務部長と一緒になって動き出

したということの結果が、このような結果に

もあらわれておる一面ですね。

それで、熊本県が依然として人口負担が高

負担でここずっと推移しているのは、その理

由は警察の頑張りも１つ、それと県民の協力

がしっかりあるという、この２つだろうと思

うんです。しかし、やっぱりこれだけ複雑多

様でいろんな事件、事故が発生する最近にお

いては、これで我々は甘えていてはいかぬと

思います。引き続き、ひとつ警察官の増員要

求は強くしていかれるように、ぜひお願いし

ておきます。

○吉永和世委員長 要望ですか。
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○小杉直委員 要望でよろしいです。

○平野みどり委員 高校再編のことは後で報

告がありますので、そのときに質疑ができる

。 。のでしょうか でなければ――いいんですね

では、そのほかで。23ページの図書館に対

する充実ということでございますけれども、

これは本当にいいことだと思っておりまし

て、特に障害のある子供に関しては図書館、

実態として盲・聾には熊本養護学校にあるの

かな。ほかの養護学校関係では図書館に関し

ては、ここで事業はありますけれども、図書

館はあるんでしょうか。そこら辺をまず教え

てください。

○石井高校教育課長 高校教育課でございま

すけれども、私も全部は掌握できておりませ

んけれども、盲・聾学校、松橋養護学校には

あると承知しております。

○平野みどり委員 数値は、また後で結構で

す。私が把握してる限りでは、例えばひのく

に高等養護学校には図書館はありませんね。

ひのくに高等養護学校は、障害を持っている

子供の中でも知的な活動が活発な子供たちの

学ぶ学校で、就労に結びつくというような子

供たちがいる学校に図書館がない。ほかにも

養護学校はいっぱいあるんですけれども図書

館がないところが多いんですね。こういった

障害を持っている子供には図書館は要らぬだ

ろうということなのか、それよりほかにもっ

とすることがあるというようなことだったの

か、今までちょっとなおざりになっていたん

じゃないかなと思っているんです。

ですから、こんな単発な事業じゃなく、図

書館を設置するということをぜひ進めていた

だきたい。

と同時に、個々の養護学校はセンター的な

機能ということで、特別支援教育の中で相談

を担っていくところになりますね。その際、

いろんな方がおいでになるが、面談をしたり

相談を受けるスペースさえないという。図書

館を使っていらっしゃる学校もあるんですけ

れども、それさえないところでは本当にプラ

イバシーの問題も含めて相談もできないとい

うような状況がある。もちろん図書館は相談

室ではないんですから、本当は相談室がある

のが一番いいんですけれども、そういったこ

とも出てきているということで、図書館に関

しては設置という形で、ぜひ今後進めていた

だきたいと思っているのですが、ここら辺の

御認識をまずお聞かせください。

○石井高校教育課長 高校教育課でございま

す。

今、先生が質問されました件につきまして

は、早速、私ども、実態をしっかり調査いた

しまして、その上におきまして、その必要性

等も含めまして検討してまいりたいと思いま

す。

○平野みどり委員 特別支援教育に関して

は、もう時間が足りないくらいいろいろ課題

があると思っていますが、特別支援教育が始

まって盲・聾・養護学校がセンター的な機能

を持ち小中学校を支援していく形の中、高校

の部分はまだまだ不十分だということで、こ

としからモデル事業を始められました。モデ

ル事業、どちらでされるんですか。

○石井高校教育課長 高校教育課でございま

す。

芦北高校で実施します。

○平野みどり委員 全国で14ある中での１校

ということで聞いております。障害があって

何らかの支援が要る子供は、現実的にはもう

高校にいるわけですね。そこら辺の支援が今

まで手つかずだった。高機能自閉と言われる
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子供たちは、熊本高校、済々黌高校にも行っ

ており、そこには本来私たちの支援が必要な

んですけれども、点数が高いからとそのまま

大学に行き社会に出ていく現状があるわけで

す。そういう意味では、どの学校でも支援が

要る子供はいるという認識の中で、今後しっ

かりと高校も取り組んでやっていただきたい

なというふうに思うのが１点。

それと同時に、今ある盲・聾・養護学校に

在籍している子供たちの通学時間、これが極

端に長い子供たちがいるというふうに聞いて

いますけれども、そこら辺の子供たちの通学

時間をお調べになったことがございますか。

○石井高校教育課長 高校教育課でございま

す。

今、先生がおっしゃった御質問に対しまし

ては、学校の方から聞き取りはやっていまし

て、１時間半以上も通学時間を要する生徒が

いるという実態については把握をしておりま

す。

○平野みどり委員 これは釈迦に説法ですけ

れども、熊本市内には養護学校が１校しかな

いので、そこはもういっぱいですよね。ある

意味ではじき飛ばされたといいますか、周辺

の学校に行かざるを得ない子供の通学時間が

１時間半以上かかっている子供がたくさんい

る。大津養護学校ですとか松橋西養護学校、

すごく多いですよね。

そういった中で、後で高校再編の話があり

ますけれども、今こそ特別支援教育をしっか

り本格的に始めなければならないわけですの

で、今までの盲・聾・養護学校の中の定数も

含めたところの見直し、さらには義務制の学

校との連携、例えば１つ極端な例を言うと、

熊本市内にいらっしゃる熊本養護学校を志望

されている子供たちの行き場が周辺の学校し

かなくて、通学時間がいっぱいかかるんだっ

たら、義務制の余裕教室がある学校、そして

小・中の障害児学級がある。しっかり指導さ

れているところに分校というか分室を置くと

か、いろんな形での取り組みをやらないと、

周辺の学校は満杯で先生方もアップアップさ

れる。ましてや、もっと遠いところの養護学

校は定数に満たないという形で、すごくバラ

ンスが悪い。ですから、特別支援教育の大き

な課題は今いっぱいあると思いますけれど

も、ある意味の再編というのをしっかりと考

えていく必要があると思いますが、そこら辺

の御認識はいかがでしょうか。

私たちも求めて、高等部の全入ということ

でお願いしました。それが実現しました。し

かし、その実現した実態というのはそんな中

身なんですね。ですから、本当に一番弱い立

場の子供たちですから、その子供たちが本当

に、朝５時に起きて１時間半かかって養護学

校に通うとかいうようなことがあるのを、何

とか一日も早く改善させていただきたいと思

うんですが、御認識をお伺いします。

○石井高校教育課長 高校教育課でございま

す。

今の通学時間につきましては、私どもの方

で、今現在つかんでおる内容は、確かに第１

希望で合格になって、その希望以外の学校に

行かざるを得なくなったという点においても

時間の制約というのが確かに出ている子供も

おりますけれども、中にはそれぞれの学校の

指導の特徴、そういったものを踏まえて、や

や遠いところではあるけれども、通学を希望

して行っているというケースもございます。

単純に通学時間が長いということが希望す

る学校をはじき出されたということとはとら

えていません。

それともう一つ、今、先生がおっしゃいま

した特別支援学校の生徒の行き先についてど

んなふうに考えているかということでござい

ますが、私どもの方も、少子化の傾向にある

中で、特別支援学校の対象の子供たちが、い
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わゆる微増の傾向にある状況を踏まえて、私

たちも対策を考えているところでありまし

て、どういうふうに進めたらいいのかという

ことは、順次取り組んでおる状況でございま

す。

○平野みどり委員 時間がなくなりましたの

で、ここでおしまいにしますけれども、せっ

かく、今回、高校再編のことをずっと論議さ

れてきたときに、障害のある子供たちのこと

がちょっと論議に入ってないなと思って、後

で私も反省したんですけれども、例えば盲・

聾・養護学校で通学時間がかなりかかる、そ

してボーダーで本当にこの子は障害があるけ

れども、養護学校ではなく一般の学校にも現

実として入っている子供がいるとかいうよう

なことを考えたときに、例えば統廃合の対象

になっている学校に障害のある子供たちの学

級があると、遠くの養護学校に行かなくてい

いというようなことを含めて、もっと考えて

いかないといけない時期になったんではない

かな。これは私としても反省なんですけれど

も、とりあえず特別支援教育に関しては、今

までの国の制度が始まったけれども、ある意

味限界に来ていて、新たにいろんな国からの

メニューは入れて頑張っていらっしゃいます

けれども、今までの制度疲労も残したまま来

ているというところを御認識いただきたいと

いうふうに思います。これはもういいです。

終わります。要望で。

○倉重剛委員 体育保健課、新規事業ですけ

れども、これは非常に期待したいと思うんだ

けれども、シニア元気体力向上支援事業。も

うちょっと詳しく内容的なことを教えてくだ

さい。

○八十田体育保健課長 体育保健課でござい

ます。

先ほど御説明申し上げましたように、中高

齢者を対象に高精度体組成測定器を活用しま

したモデル事業でございまして、体組成測定

器を有する専門の団体、すなわちスポーツ振

興事業団と、それから総合型地域スポーツク

ラブの２つに委託をいたしまして、そこで年

間を通して生活習慣的な中での運動を継続し

てやっていただいて、その効果を測定すると

いう事業でございます。

○倉重剛委員 具体的な事業内容を、もうち

ょっと詳しく。

○八十田体育保健課長 牛深市と宇土市の総

合型地域スポーツクラブに委託をしまして、

そこの中で運動をやっていただきます。そし

て継続したその運動の効果を高精度体組成測

定器、これはスポーツ振興事業団にございま

すが、そこが測定をいたしまして、これは体

の中の筋肉量や水分量、いろんなバランス、

そういうものをすべてはかって、体がどのよ

うな運動効果をあらわしているかということ

を測定するものでございます。

○倉重剛委員 そうですか。それを聞きたか

ったんですけれども、高精度体組成測定器と

いうのは、瞬間的に考えているのは、民間で

運動機器はいっぱいありますね。ああいうの

じゃなくて、それを使って要するに体力の基

礎的なこと。何ですか。

○八十田体育保健課長 筋肉量や脂肪量それ

から水分量、それから体のバランスといいま

すか、四肢の……。

○倉重剛委員 対象者はシニアということだ

けれども、さっきの話では地域に少し限定し

ていますね。そうすると幾つから。シニアっ

て幾つか限定しているんですか。

○八十田体育保健課長 現在、一応40歳以上
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を対象にしております。

○倉重剛委員 40歳でシニアか。

○八十田体育保健課長 はい。中高齢者を対

象ということで、名前をシニアといたしまし

た。

○倉重剛委員 なるほど。それで、モデル的

な形でやるわけですね。

○八十田体育保健課長 はい、そうでござい

ます。

○倉重剛委員 そこで、内容はいろいろ行っ

て、それで結果がよければということで３年

間の事業ということでやるのですね。予算的

にこんなものでできるんですか。

○八十田体育保健課長 これは１年でござい

ます。

○倉重剛委員 あ、１年で。

○八十田体育保健課長 はい、これを３年間

継続するということにしております。

○倉重剛委員 じゃあ、来年の予算はまだ、

もしかするとアップされる可能性もあるわけ

ですか。

○八十田体育保健課長 そうでございます。

そういうふうに継続をしていくということ

で、一応この予算は１年、２年、３年と続け

てまいります。

○倉重剛委員 文章が余りにもかた過ぎて難

しいから、僕は、民間にある、運動器具を持

っている施設がありますね、そういうところ

の延長になるのかと思ったんだ。そうじゃな

くて全く違うんだ。わかりました。

○平野みどり委員 学力向上に関して、18ペ

ージをお伺いしたいと思います。義務教育課

です。

全国一斉の学力テストがありまして、６割

実施したということだったんですけれども、

この結果の公開というか、いたずらに学校間

の競争をあおることがないようにするという

ふうなことを教育長も答弁されたかなと思い

ますけれども、この情報に関して、結果に関

してどういう形でお使いになるおつもりなの

かということをお尋ねします。

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。

これは県の学力調査でございます。昨年度

行いまして、その調査結果は一応各学校に全

部配布しております。中身的には、小学校の

３年生から６年までの国語、算数でございま

すね。中学校は５教科でございますが、その

中身を分析いたしまして、課題等につきまし

て、こういう課題に対しましてはこういう指

導をしていったらいいですよと、序列化とか

比較じゃなくて、問題点、課題を把握させま

して、県内の子供たちの持っている各教科の

問題点に対しまして、その課題解決に対して

どういう指導法とか授業を改善していくか、

そういう方向で報告書をまとめております。

○平野みどり委員 ということは、対外的に

どこの学校が何番目に来てとかいうようなこ

とは一切ないし、子供たちの序列も出ないと

いうことなのでしょうか。

○木村義務教育課長 序列化というような表

は出しておりません。

○倉重剛委員 施設課をお願いします。補正

予算の6,370万円、例の球磨工高のエレベー
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ター問題、以前にちょっといただいたんです

が、ちょっと忘れちゃったんだけれども、球

磨工高のエレベーター施設の何階なんです

か。再質問。

○橋口施設課長 ちょっと今、資料で――何

階かちょっと確認しますが、たしか３階だっ

たと思います。

○倉重剛委員 ３階。３階にエレベーターを

設置するわけですね。

○橋口施設課長 そうです。学校名は球磨商

業です。

○倉重剛委員 そうすると、今、エレベータ

ーを持っている高校は公立でどのくらいあり

ますか。

○橋口施設課長 31校で33基ほどエレベータ

ーがあります。

○倉重剛委員 なるほど。そうするとこれは

6,300万円というのは１台分。

○橋口施設課長 6,300万円は球磨商業高校

と水俣高校の２基分でございます。

○倉重剛委員 維持管理が大変だと思うんで

すね。今、全体で20何個と言ったか30何個と

言ったか…。

○橋口施設課長 33基です。

○倉重剛委員 33基ですね。その全体的な維

持管理費というのは、年間どのくらい要りま

すか。

○橋口施設課長 約1,500万円ほど、保守点

検委託にかかっております。

○倉重剛委員 わかりました。

○平野みどり委員 済みません。今の関連で

お尋ねします。関連なんです。

○吉永和世委員長 はい、どうぞ。

○平野みどり委員 今の、30何校とおっしゃ

いましたか。

○橋口施設課長 31校です。

○平野みどり委員 31校がすべていわゆる専

門的な教科、音楽ですとか美術とか、そうい

うふうな特別教室を含めて、すべての教室に

行けるという学校ということですか。そうい

うことではないんですか。

○橋口施設課長 すべての教室に行けるとい

うものではございません。

○平野みどり委員 例えば、障害を持ってい

る子供が、どの教室にも行けるという学校は

どれくらいありますか。

○橋口施設課長 ちょっと今そこまで把握し

ておりませんので、また把握しましてから御

報告したいと思います。

○平野みどり委員 私も本当に十分情報を知

らないんですが、八代東高校とか熊本西高校

とか、ここら辺は障害を持っている子供たち

が、かつても今も入っていて、そしてどの教

室にも行ける、そういうことで非常にいろん

なところで友だち同士の手伝いももちろんあ

りますが、自分で自由にいろんな教室に行け

るということの重要性というか、介助をして

階段を上がればそれだけ危険も伴いますの

で、エレベーターは確かにコストが高いです
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が、この議会棟にもエレベーターがあって、

私以外の皆さんもお使いになっているよう

に、妊婦の先生方もおいでですので、頑張っ

て今、県教委はエレベーターをどんどんつけ

ていただいていると私は思っています。前は

入学して卒業のときにやっとできるというよ

うな状況だったんですが、今は事前に把握さ

れて頑張っていらっしゃるので、ぜひこうい

った部分は本当に予算は厳しいでしょうけれ

ども、ＵＤの視点からも当たり前なんだとい

うことで頑張っていただきたいなというふう

に思います。

○吉永和世委員長 ここで５分間休憩をした

、 。いと思いますので ５分後に再開いたします

休憩です。

午後０時20分休憩

午後０時27分開議

○吉永和世委員長 それでは、再開します。

ほかに質疑はありませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 なければ、これで質疑を

終了します。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第８号及び第９号について一括

して採決したいと思いますが、御異議ありま

せんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 御異議なしと認め、一括

して採決をします。

議案第１号、第８号及び第９号について、

原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号、第８号及び第９号は、

原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。

次に、本委員会に今回付託されました請願

を議題とし、これについて審査を行います。

、 、 、 、それでは 請第１号 請第４号 請第５号

請第６号について、執行部から状況の説明を

お願いします。

後藤高校整備政策監。

○後藤高校整備政策監 座って説明させてい

ただきます。

請第１号は、県立高等学校再編整備等基本

計画素案の見直しを求める協議会から、地域

協議会の設置、それから慎重な審議、そして

矢部高校、蘇陽高校の計画を中期以降とする

こと等を求めるものでございます。

請第４号は、定時制・通信制の灯を消す

な！熊本県民集会から、八代東高校定時制の

存続を求めるものでございます。

請第５号は、阿蘇市長、阿蘇市議会議長、

阿蘇清峰高校の同窓会、阿蘇清峰高校の保護

者会から、単独で阿蘇清峰高校の存続を求め

るものでございます。

請第６号は、熊本県高校再編関係市町村長

等連絡協議会から、地域協議会の設置、それ

から慎重な審議を求めるものでございます。

この状況につきましては、報告の５の②県

立高等学校の再編整備等に係る計画の策定状

況等について報告を予定しておりましたの

で、この報告により説明にかえさせていただ

きたいと思います。

それでは、お手元にあります県立高等学校

の再編整備等基本計画第二次素案についてと

いうＡ４の資料を見ていただきたいと思いま

す。２枚紙のものでございます。

まず、冒頭に第二次素案作成の経緯を記し

ております。昨年、平成18年３月に出されま

した県立高等学校教育整備推進協議会、いわ

ゆる整備協の報告を受けまして、同年７月に

基本計画の素案を教育委員会で決定し公表い

たしました。その後、高校再編整備後の学校

像や学科等が見えないので不安があるとか、

再編整備に伴い交通手段が確保されるか不安
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がある、計画策定を急ぎ過ぎてはいないかと

いった御意見を、地域説明会、個別説明会、

各種要望や議会等でいただきました、こうし

た意見を受けまして、策定スケジュールを当

初の予定より延ばして、各関係機関への意見

照会も行いまして、時間をかけまして内容を

検討し、去る５月15日の教育委員会において

基本計画の第二次素案と前期の実施計画の素

案を決定し公表したところでございます。

続きまして、県立高校の再編整備の必要性

について御説明いたします。

枠内でございますけれども、高校教育は、

大人になる直前の大切な時期に当たる。この

時期では人間の幅を広げ、自我を完成させて

いくために、小中学校より大きな集団での幅

広い科目の履修や、さまざまな考えを持った

教師や生徒との出会いが求められる。少子化

と、それに伴う県立高校の小規模化という状

況変化の中、このような教育環境をしっかり

と確保していくために県立高校の再編整備が

必要ということでございます。

中ほど、左の図をごらんください。本県の

中学生の卒業者は、近年では平成元年２万8,

、 、759人をピークに 平成18年では１万9,551人

平成27年見込みでは１万7,276人と大幅に減

ってまいります。その間、県立高校の数は61

のままでございまして、少子化に伴う学校の

小規模化が進んでおります。このような中、

右の図でございますけれども、学校規模の適

正化の確保、学習選択幅の拡大のために、県

立高校の再編整備、すなわち複数の高校を発

展的に統合し、特色ある学校づくりを行うこ

とが求められるということでございます。

ページの下の方に適正な学校規模を確保す

る必要性につきましては、詳しく書いており

ますので、後ほど見ていただければと思いま

す。

２ページをごらんください。基本計画、第

１番の概要について御説明いたします。

まず四角囲みの１、計画策定の視点でござ

いますが、計画策定に当たりましては、①子

供たちへの教育効果、②学校経営、③学校の

地域振興に果たす役割の３つが考えられます

けれども、そのうちでも①の子供たちへの教

育効果を最も重視するとしております。

、 、先ほど申し上げましたように 少子化の中

高校段階で求められる教育環境をしっかりと

確保していくために再編整備を行う趣旨でご

ざいます。

四角囲みの２、通学区域の見直しでござい

ますけれども、将来の全県１区化を視野に入

れて、各地域の高校の一層の特色づくりとい

った条件整備を行いながら、通学区域を段階

的に拡大するとしております。

２で、見直し後の線引きとしましては、後

ろに書いておりますように、現行の８学区か

ら３学区に拡大するとしております。なお、

拡大時期につきましては、平成22年度からと

しております。素案から取り扱いを変えたと

いうことで、右の四角囲みに見直し①として

おりますが、昨年７月に出した素案では21年

度としていたものでございます。計画策定の

スケジュールを延ばしたことに伴いまして、

通学区域の拡大期も延ばすということにいた

しました。一定の周知期間を確保し、計画決

定時の中学１年生が受けることとなる入学者

選抜から見直すという考えは変わっておりま

せん。

３の入学者選抜学区外枠の取り扱いでござ

いますけれども、平成22年度に現行の6.5％

から13％へ、24年度に20％に拡大するとして

おります。これは右の見直しの２点目になり

ますけれども、昨年７月の素案では21年度に

一気に20％にしていたものでございますけれ

ども、熊本学区の地域説明会や熊本県市立中

学校長学校協会から学区外枠の拡大は慎重に

行ってほしい、また郡部の説明会でも、一挙

に拡大すると流出がふえる、そういう意見が

多かったものを踏まえたものでございます。

四角囲みの３でございます。学級減につい
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てでございますけれども、熊本学区所在の１

学年10学級の県立高校について、24年度以降

の学級減を検討するとしております。素案か

らの見直しの３点目になりますけれども、昨

年の７月の素案では平成23年度以降としてい

たものでございます。通学区拡大時期を１年

延ばすことに伴いまして、学級減の検討も１

年延ばしたものでございますけれども、学級

減の検討に当たりましては、通学区拡大の影

響も考慮するという趣旨でございます。

。 、３ページをごらんください 四角囲みの４

再編整備についてです。

１、全日制高校、(１)再編整備の考え方で

ございますけれども、(ア)で１学年４学級程

度と考えられる県立高校適正規模の下限の目

安を念頭に、中卒者の動向、地理的条件、交

通条件などを考慮して、おおむね10年先を見

通して推進するというふうにしております。

学校の小規模化が著しく進んで活力がなくな

ってから後追いで再編整備を行うのではな

く、先を見通して再編整備を行うということ

でございます。

(２)の再編整備の計画として、①から⑭の

ように14の案例を挙げております。素案から

の見直しの４点目になりますけれども、上天

草４校の再編整備の枠組みを変えておりま

す。右下の④で書いておりますように、昨年

、 、 、 、７月に出した案では 大矢野 天草東 倉岳

松島商業の４校について前期、すなわち21年

度までに校舎制による緩やか再編を行った

後、中期以降、すなわち平成22年度以降、こ

れらの校地を一本化する。ただし、倉岳高校

は校舎として存続を検討するというふうにし

ておりましたけれども、今回の第二次素案で

は、前期にまず倉岳高校を切り離して分校化

し、中期以降に他の３校を一挙に一本化する

ということにいたしました。校舎制、いわゆ

るキャンパス制の段階を経ずに一気に校地を

一本化するという趣旨でございますけれど

も、距離が離れており、しかも４校を抱える

、 、 、校舎制は 教員の移動 時間割の組み方など

学校運営が難しいため、校舎制をとらないと

いうふうにしたものでございます。

資料の４ページをごらんください。２の定

時制高校です。

(1)再編整備の考え方でございますけれど

も、生徒数が極端に減少し、一定集団での教

育活動が困難な高校は、通学の利便性や全県

的な配置等を考慮し、近接する高校とも統合

等を行うとともに、多様で柔軟な教育システ

ムを提供しますとして、(2)で案件を３つ挙

げております。

次に３の再編整備に当たっての留意点でご

ざいますけれども、(2)で、再編整備に伴い

通学事情が著しく悪化するような場合は、バ

ス路線の確保や運行時刻について民間事業者

や市町村等と協議します。公共交通機関での

通学が困難な場合にはスクールバスでの運行

について検討します。また、再編整備に伴い

通学費負担が著しく増加するような場合は、

奨学金制度の拡充等に努めますというふうに

しております。

素案からの見直しの５点目になりますけれ

ども、昨年の７月に出した素案では、交通手

段の確保についても十分留意するという記述

にとどめておりましたけれども、地域説明会

等の意見を踏まえ、第二次素案ではスクール

バスの運行等にまで踏み込んで記したところ

でございます。

以上、素案から第二次素案にかけて見直し

を行った箇所を中心に御説明しましたけれど

も、第二次素案の本冊の方では、個々の再編

案件に関する学校像、学科構成等について一

定のイメージがわくようなものを示したり、

再編整備の背景、必要性について、より理解

していただくために整備協報告書からの抜粋

や関係データをできるだけ掲載するなどし

て、案に対して理解をいただけるように工夫

したところでございます。

最後に、スケジュールについて御説明いた
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します。

平成16年11月に整備協を設置し、平成18年

３月に最終報告をいただきました。これを受

けまして、同年７月に基本計画の素案を公表

、 、し 冒頭説明しましたような経緯を経まして

去る５月15日に第二次素案等前期実施計画の

素案を公表いたしました。その後、教育委員

会のホームページの掲載、県内の公立小中高

の保護者及び教職員全員へチラシ20万部をお

配りしました上で、６月４日から11日にかけ

て、県内10カ所で地域説明会を開催いたしま

した。

なお、これまでどおり市町村や地域の団体

等から個別に説明があれば積極的に出かけて

説明、意見交換を行う予定でございます。地

域説明会等の意見を踏まえまして、この夏を

めどに基本計画を案にしまして、パブリック

コメントを経まして、秋をめどに計画を決定

できればというふうに考えております。これ

らの計画決定後に母体校に新校開設準備室を

設置し、再編整備に伴う新校開設準備に取り

組みますけれども、この準備室には地元関係

者を含めた検討組織を設置しまして、地域の

方々の意見もくみ上げていきたいというふう

に考えております。

また、再編整備は一定の準備期間が必要な

ため、前期の実施計画素案では全日制の高校

の再編整備案件につきましては、平成21年度

の新校開設、定時制高校への単位制導入につ

きましては平成20年度というふうにしており

ます。

資料としまして、もう少し詳しいスケジュ

ール表、基本計画第二次素案及び前期実施計

画の素案をつけております。

以上で、説明を終わります。

○吉永和世委員長 ただいまの説明に対し

て、質疑はありませんか。平野委員。

○平野みどり委員 この再編整備基本計画の

第二素案に関しては、本会議の中で何人もの

議員さんたちが取り上げられまして、そのと

きに教育長からのお考えというのを聞かせて

いただいているわけですが、いろんな方にお

話を伺いますと、何らかの改革なり手をつけ

るということは仕方ないけれども、それが十

分に御理解を得られたり、いろんな方々の御

意見が十分に反映させられないまま計画が決

まっていくというようなことに対して、拙速

ではないかというようなことが、私どもの方

に来る大半の御意見なんです。だから財政が

厳しいということはもちろんありますし、少

子化も急激に進んでいるという中ですけれど

も、何人かの議員さんも本会議の中で言って

おられたように、熊本県全体が今後10年、20

年後にどんなふうになっていくか、人がどの

ような暮らし方をしていくか、産業がどうい

うふうにそこで生まれて、そして発展してい

くかなどということが、やはりしっかりと考

えられない中で少子化が目の前にある。とに

かくそれに向けて先生の数を減らす。減らす

ためにということではないでしょうが、そこ

が一番予算が大きいですので、再編していく

とそこでカットされることは、もう教育長も

数字を挙げられて述べられましたけれども、

そういうところだというふうに思うんです

が、この計画どおりに進めていくことに対し

て私は大変懸念をしています。首長さんたち

が名前を連ねて請願を出すということという

のは、教育に関しては余りないような状況で

はないかなというふうに思うんですけれど

も、ここに請願で名前を連ねていらっしゃら

ないところの自治体も含めて、大変心配をさ

れているというふうに思っています。そこで

の県教委と知事部局のどれくらいの連携と、

長期的な視点に立った協議が積み重ねられた

中でのこの計画案なのかということを、いま

一度御説明いただけたらというふうに思いま

す。ここが大変心配です。
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○後藤高校整備政策監 多分長期的には県教

、 、委の中で この中でも示しておりますように

子供の数はある程度、小さいときからわかっ

ておりますので、この中での少子化の状況、

地域の状況を見ながら高校のあり方を協議し

たものでございます。この原案につきまして

は、素案につきましては、知事部局各課にも

お示しまして、御意見をいただいた中で最終

的にこういう形でまとめたということでござ

います。

○平野みどり委員 例えば健康福祉部など

は、少子化に歯どめをかけて、そしてさらに

子供を生み育てられる環境づくりというのを

地域ぐるみでやられているわけですよね。に

もかかわらず、この高校再編に関してはもう

少なくなるんですということの前提の中で進

んでいく。片や、何とか食いとめて、少しで

もアップさせようというふうにしていこうと

している。そこの整合性というのは、私には

見えないんです。本当にひざ突き合わせて、

知事部局と教育委員会の中だけでもしっかり

と議論されたのかなというふうに思うんです

、 。けれども そこら辺はいかがなんでしょうか

特に少子化に関する部局です。

○後藤高校整備政策監 高校再編につきまし

ては、いわゆる15歳といいますか、高校入学

からの段階でございますので、15年の余裕が

ございますので、当面この15年の将来のシミ

ュレーションをもとに考えておるということ

でございますし、地域的には人口増加地域と

そういうものも含めて内容も検討したところ

でございます。

○平野みどり委員 段階的に全県１区に将来

的にするということで6.5％、13％、20％と

３段階に分けられましたけれども、こういう

全県１区にするしないというのを、もう保護

者の方や卒業者の皆さん、地域の方々もいろ

んな御意見があると思います。自分の子供は

市内にやるけれども、地元で残してほしいと

いうようなことももちろんありますし、いろ

んな御意見があるというのは十分承知してお

りますが、全県１区にしてしまったときにや

はり私が心配するのは、特に熊本、熊本市の

議員さんたちもおいでですが、これはよそご

とじゃないんです。熊本市に関しては本当に

郡部の方から子供さんたちがいっぱい来られ

て、そして熊本市内からどんどん、今でも甲

佐高校や御船高校に、どんどん不本意ながら

かどうかわかりませんが、行っていらっしゃ

るわけですけれども、それが加速されるとい

う、もう目に見えていますし、宇土あたりか

ら、宇城地区あたりからも熊本高校、済々黌

高校にどんどん目指されるという形になった

ときに、それが全県を舞台にして繰り広げら

れたとき、地域の中の人材というと、本当に

人材育成とか地域を担う、これから高齢化が

進んでいきますので、その中でのいろんなこ

とを担っていく人材というのが、本当に地域

の中に残るとはとても思えないんです。全県

１区にしてしまって、熊本高校、済々黌高校

には地方からいっぱい優秀な子が来るかもし

れない。その子供たちの自己実現というのを

本当にかなえなければいけないんですが、じ

ゃあ、そこの子供たちは熊本に果たして残る

。 、のかな 本当に熊本に残る可能性が高いのは

もっと熊本高、済々黌高の子供たちではない

子供たちが多いということは目に見えている

わけですけれども、そういった視点からも、

この全県１区でも大きな子供たちの流動化と

いうんですか、そこら辺、特に経済的な状況

が今厳しい中、これが上向きに経済的に上が

っていけば、どんな御家庭の方でも、どこの

地域でも子供はやれるよという状況か知りま

せんが、今の現実的なことからいいますと、

やっぱり経済的に厳しい子供たちは、地域の

学校に残ることを選択するでしょうし、残ろ

うと思っても選択肢が地域の中にも少ないと
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いうような形になってきたときに、将来の子

供、熊本を担う人材はどうなっていくのかと

いうふうに懸念をします。

いろいろ話してしまいましたけれども、そ

ういった意味で結論から言いますと、この計

画案に関してはもっともっといろんな方々の

意見が反映されてしかるべきだろうと思いま

す。特に現場で教育をつかさどっていらっし

ゃる、担っていらっしゃる先生方の声が聞こ

えてこないというのはどうしてなのか。一部

の方々は一生懸命動いていらっしゃったり現

場の切実感を伝えていらっしゃるんでしょう

けれども、何か箝口令でもしかれているのか

なというぐらいに先生方の意見を、皆さんが

教育委員会の方からどんどん出してくださ

い、これに対して考えていきましょう、いい

案にしていきましょうという姿勢が見えない

んですけれども、その点に関してはいかがで

しょうか。

○後藤高校整備政策監 まず全県１区につき

ましては、全国でも23の都府県がもう全県１

区化、またはその方向で進んでおります。我

が県につきましては、一度にこれをやってし

まうと、まさに平野先生が言われるように熊

本市地区への一極集中が進むのじゃないかと

いうのを懸念しまして、地域高校の一層の特

色づくりをやりながら、拠点校づくりを進め

ながら、まずは３区にして段階的に進めると

いう道をとっております。全県１区の理念と

いうのは、どこからどこを受けなさいという

ことではなくて、居住地にかかわらず受ける

機会を均等に与えるという意味でございま

す。私どもは、当然地域の子供は地域で育つ

のが一番というふうに考えております。そう

いう意味で、あわせて地域校の重点化もこう

いう形で進めておりますし、中で中高一貫教

育等も入れておりますけれども、これを熊本

市内の高校に入れずに郡部の３ブロックの中

に入れていくというのは、地域拠点高校の強

化の意味もあるということでございます。

それから、先生の御意見についてはなかな

か上がってまいりませんけれども、いろんな

形で今回の第二次素案については、中身を非

常に詳しくイメージをつくって研究していた

だいているというふうに、いろんな方からお

っしゃっていただいております。

○石井高校教育課長 高校教育課ですけれど

も、今、先生がおっしゃった学校職員からの

意見が余り上がってきてないということです

が、私の方からは、校長先生を通じて先生方

の意見をできるだけ酌み上げていただくよう

にお願いをしておりまして、決して箝口令と

かそういったことをしているわけではござい

ませんので、その辺については御理解をいた

だきたいと思います。

○平野みどり委員 柿塚教育長、この前、教

頭会でいろんな整備計画に関する見直しを、

協議を求めるような会などには、具体的にど

れというふうにはおっしゃらなかったのかも

しれません。行かないようにというふうにお

っしゃったということは事実でしょうか。先

生方がこういった場に、地域の学校を残せと

いうような、ある意味この整備計画に反対す

るような、慎重に審議をしてほしいというよ

うなグループの皆さんたちと連携をしないよ

うにとか、そういう場に行かないようにとい

うふうにおっしゃったという事実はあるんで

すか。

○石井高校教育課長 高校教育課ですけれど

も、その件につきましては、協議会の方の集

会の件でございますね。

○平野みどり委員 この集会か何かわかりま

せんけれども、そういった動きをしてはいけ

、 、 、ないというか 学校外 時間外ですけれども

思想、信条の自由だと思うんですけれども。
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○石井高校教育課長 その件につきまして

は、校長先生の方に、非常にシビアな内容で

あるので、先生方には慎重に行動していただ

くようにという話はしております。

○平野みどり委員 処分をしますよ云々とい

うことはおっしゃっていませんね。

○石井高校教育課長 それはないと思いま

す。

○平野みどり委員 そうですか。そういうふ

うな話もちょっと聞こえてきたものですか

ら。

それはともかく、要するに先生方に、もう

現場の方々が一番わかっていらっしゃるんで

すから、校長先生を通じてというとなかなか

出しにくい部分も、一市民として、一教員と

して出せていく部分もあると思う。そういう

ことも含めてもっと時間をかけてこの計画と

いうものを、中身を県民の皆さんが納得して

いただけるようなものにしていく必要が私は

あると思いまして、先ほど拠点校という話が

ありましたが、拠点校を充実させるのが先じ

ゃないでしょうか。同時並行的にとおっしゃ

、 、いますが どうしてもやはり流れてしまって

地域からよその学校にというような形になっ

ていかないとも限りませんので、順番がちょ

っと違うんではないかなというふうに思いま

す。そういう意味で慎重にもっと時間をかけ

て計画を見直していくという必要がある。い

ろんな方々が直接お話をひざ突き合わせて、

先ほど柿塚教育長でしたか、おっしゃいまし

たが、ひざ突き合わせて話し合えるような場

をやっぱりつくっていく必要があるというふ

うに思います。

○柿塚教育長 今、平野先生から、ひざを突

き合わせてということでございますけれど

も、私自身も山都町には出かけてまいりまし

たし、また町村から直接私どもに電話があっ

て、今度は教育長と対でお話を直接させてい

ただきたいということでもお会いしました

し、そこでも意見交換をしておりますし、私

の思いも語りました。向こうの当局の考えも

聞いております。そして、そういう流れの中

で、より我々も意見を聞きながら、こういう

方法がとれないか、今、公にできないから非

常に残念なんですけれども、そこまで踏み込

みながらお互いが認識を少しでも少しでも近

づこうということで努力していることは、ひ

とつ認めていただきたいと思っております。

○平野みどり委員 最後に、もう答弁は求め

ません。わかりました。個人個人でそういう

ふうに対応されて丁寧に御説明されていると

いうことは、本当にそうだというふうに思い

ます。ただ、こちらで要望されているのは、

平場でオープンな場でいろんな方々がこうい

った意見を持っているよということを出し合

えるような場をつくってほしいと言われてい

るわけですから、それに関しては、よりよい

案をつくるという意味では、積極的に本当は

取り組めるだろうというふうに私は思いま

す。

○柿塚教育長 私も今は、ひざを突き合わせ

てということでお答えしましたけれども、私

ども、先ほど高校整備政策監も言いましたよ

うに、あるいは課長も言いましたように、本

当、小さな会でも、この保護者の集まりがあ

るからぜひそこに来て高校再編について話し

ていただけませんかという要望があれば、今

まで一回も断ったことはありません。すべて

うちの担当が出かけて精いっぱい丁寧に説明

させていただき、そして意見をもらい、そし

て翌日私が報告を聞く、そしてそれに対して

の私なりの考えを言う。そういう形で今まで

少しずつ少しずつ繰り返してきていること
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も、ぜひ平野先生、御理解してください。

○吉永和世委員長 ほかにございませんか。

はい。

○守田憲史副委員長 学区制の緩和なんです

けれども、自分の考えとしては、今まで５％

だったのが6.5％。これは僕は、実質上、門

戸を閉ざしていると思うんです。やはり機会

均等ということを考えるならば、もっともっ

と緩和されるべきだと僕は思います。本当、

平野さんが先ほどおっしゃった熊本を担う人

材がいなくなると。では就職とか大学はそれ

に関係なく個人が決めておりますし、熊本市

内の高校生がよそに行かないといけないとな

るならば、学級減の方をちょっと考えるべき

であって、学区制とはまた別の問題ではなか

ろうかと僕は思うんですけれども、全国で23

都府県が全県１区である中、まだ熊本は6.5

％。これはやはり僕は、拙速とかおっしゃい

ますが、私は機会均等の方をやはり優先して

いただきたいと思います。

それと、全然自分の感情論ですが、熊本は

6.5％ですよね。これははっきり言って、言

葉は悪いかもしれませんが、市外から高校生

は市内に入ってくるなよと言っているような

もので、熊本市は政令指定都市になりたい、

それはそれで僕は必要性があると思うんです

けれども、政令指定都市にはなりたい、市外

から高校生はやってくるな、もうどっちかに

してくれって。よかところばっかりせんで、

熊本市は熊本市で懐を深くして政令指定都市

になってほしいと、感情論ですが思います。

○倉重剛委員 関連して。熊本市、我々は熊

本市ですから、非常に一極集中という形で、

いつも攻撃を受けるわけです。きょうは、新

井先生がいらっしゃるんです。我が高校、済

々黌高の学校長を経験をされておると思いま

す。我が校は110何年かの歴史を持っている

のです。(「25年」と呼ぶ者あり)125年。そ

の中でやっぱり過去の歴史文化といった、そ

して名声を受けるような天下の済々黌高。校

風をつくったのは、基本的には郡部集中の優

秀な人たちが支えて、それに乗じて学校の伝

統ができたという経過があります。したがっ

て、私はそういう面から言うと門戸は将来的

には広げていく必要があるだろうということ

を基本的にそう考えますけれども、そういう

こともぜひこの高校再編の中でそれぞれの議

員の先生方も十分考えていただいて、熊本市

だけ悪者にしないでほしいんだ。

また学区を、郡部に拠点構築するので、並

行してつくるべきだということは教育長もお

っしゃっている。これは非常に大事なことで

す。だからやっぱり特色のある学校というも

のに魅力を感じながら、熊本市の地域の生徒

たちも求めて、そういう学校に行く、そうい

う事例があります。例えば熊高、済々黌高に

十分入学できる学力を持ちながら、サッカー

が好きだということで大津高校に行った、私

の極めて身近な例がありますね。そういうこ

ともありますから、ぜひそういうことも含め

ながら必要な措置をとっていただきたいとい

。 。うことを申し添えたいと思います 意見です

○氷室雄一郎委員 具体論を述べたいと思う

んですけれども、いろいろ総論はお話を伺い

ましたので。

教育長の御説明の中に、今後計画につきま

して、夏をめどに素案から案にという、パブ

リックコメントを入れて、秋をめどに計画を

決定できればと考えておる。なかなか今、説

明会もあっておりますが、もう終わったと思

いますけれども、この計画決定の中でほとん

ど修正なり御意見を入れる余地なるものは、

極めて限られた状態ではないかと思っていま

すけれども、何か秋までの流れの中で考えら

れることといいますか、説明会も終わりまし

たし、時間的には非常に窮屈な中で計画を進
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められていることにつきましては高く私は評

価をしておりますけれども、極めて限られた

ことしかもう反映できないんじゃないかと私

は考えておるんですけれども、その辺のとこ

ろ、秋までの計画決定、素案の決定に際しま

してお考えになっていることを、これ以降、

皆さんの御意見を聞き入れることが可能なの

かということをお答えできれば、それでも結

構でございます。簡潔にお願いします。

○柿塚教育長 今氷室先生がおっしゃられま

したように、現在、説明会を一応前段の分は

終了させていただきました。正直言ってその

中身すべてが、単発的には私のところに、先

ほど申し上げましたように届いて、そして担

当から説明を聞きますが、それを総合的に教

育委員の方々にも語りながら説明しながら、

我々としては、意見を求めながら、そうして

いく必要性はあると思います。そうすると、

そういう流れの中で、先生がおっしゃられる

ように、もう大枠は決まっておるじゃないか

というような思いのようでございますが、意

見を聞いて、そして統廃合等の、ここに御提

案しております提案の中でも、まだ我々が真

剣に考えなければならない面もあるかもしれ

ませんので、そういうものについての私なり

の思いを委員の方々には説明させてもらお

う、そんな思いを持っております。

○吉永和世委員長 ほかに。はい。

○松村昭委員 教育長、再編は仕方ない、こ

れはやらなければいかぬ、避けて通れん問題

だというふうに思います。これは積極的にや

っていただき、大変感謝していますが、一方

では先ほど倉重先生が非常に言われましたよ

うに一極集中、これは高校だけじゃなしに熊

本はどんどん大きくなっていくこともいいこ

とですけれども、じゃあ過疎の地域はどうな

っていくのかという問題、教育を含めて、例

えば昔は玉名高校とか八代高校とか人吉高校

とか拠点校が非常に力を発揮して、それなり

の役割を果たしてきた。やっぱり学校も経営

と言いますが、校長先生はいい校長が来たと

思えば、２年すればすぐどこかいいところに

連れていくというような格好。しかも校長が

経営を考えるなら、教頭先生を自分で選択し

て、この人がいいというような方で連れてこ

られれば、より効果の上がる教育ができるん

じゃないかなという、これはわかりませんけ

、 、れども そういう経営的なことから考えると

そういうことをやっぱり拠点校に力を入れて

おいて、そしてそういうところの統合も進め

ていくというようなことにはまだまだ欠けて

いるというような感じがします。

例えば、多良木高校は非常に野球が強かっ

た。当時は熊工と張り合っていた。この頃は

熊本からも、プロに行ったりあるいはノンプ

ロに行ったりした選手がおった。最近は余り

そういう人たちが出てこないところを見れ

ば、競争は激しくなったんだろうけれども、

やっぱりみんながよそに出ていくんじゃない

か。例えば、私の方の地域からも100名近い

。 、人が出ている これはもう仕方ないにしても

スポーツの選手もいいのが全部が県外に出て

いくんです。そういうことを考えれば、やっ

ぱりそういうところの拠点校、いわゆるスポ

ーツで、もうちょっと身を立てるような専門

的な先生をそこに置くとかして、以前のよう

な学校のあり方をもうちょっと突っ込んで考

えていただかなければならぬ。２年で校長が

かわるというのは。

例えば、今、議会の事務局の秘書をしてお

るのは全部で２人おりますが、２人とも球磨

からの嫁さんなんですよ。たまたまか知りま

せんけれども、人吉に勤務しておったときに

嫁さんを見つけ連れていった。だから今は過

疎なんです。そういうことは先生たちも一緒

です。先生たちも球磨に来た。熊本市、周辺

地域が多いから、先生になって球磨へ来る。
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そうしたら地元から嫁さんをもらって、熊本

で居つくというそういう現象で、熊本だけが

一極集中で大きくなって、田舎はどんどん、

過疎に歯どめがかからぬ。県庁もそうです。

ですから、もっと拠点校なり、あるいはそ

ういう学校経営のあり方、それで拠点校と同

時にそういう特色のある、農業学校は農業学

校。やっておられるんですけれども、もうち

ょっと突っ込んでその辺を見えるようにして

いただく。そうすると、地域の人たちも安心

してこの整備計画に乗っていくんじゃないか

な。

例えば、この中高一貫教育校も３つでしょ

う。やりやすいところ、寄りやすいところと

いうことで説明を受けておりますけれども、

例えば阿蘇でも球磨でも、玉名にはある、八

代にはある、宇土にはあるという寄りやすい

ところだけのそういうことで、要するに田舎

からどこに出てきなさいということなんです

よね。ですから、もうちょっとそういうこと

も含めて検討をする必要があるんじゃないか

というふうに私は言ってきたんだけれども、

なかなか検討せんな。

その辺も含めて教育長、もうちょっと今、

平野先生から話があったように、非常にやっ

ぱり問題が出ております。そのこともやっぱ

り考えて、ただ一応ここでやるじゃなしに、

そういうことも一方ではやらんと。市町村合

併じゃないけれども、あめとむちがあったけ

れども、あめがなくてむちばかりだったと言

っているんです。そういうことにならぬよう

に、もうちょっと突っ込んでやっていただき

たいな。

学校経営の中は――経営ですから、校長先

生が２年でも、３年でもおるところもあるの

ですけれども、優秀な先生をしっかり５年ぐ

らい置いたら学校は変わると思うんです。校

長先生をかえて、もう本当に極端に変わりま

すからね。だから校長の選択というのは非常

に難しいと思うんですが、そういういい先生

を田舎の学校で阿蘇とか球磨とかそういうと

ころには――氷川とか、今もやっておられま

す。よりそういうことに力を入れていただく

ならばいかがなものかなと思いますが、どう

でしょうか。

○柿塚教育長 松村先生がおっしゃられるこ

とは重々わかります。県立再編でございます

ので、県立高校の舞台に私が上げて話すと非

常に厳しい面がありますが、義務もしかりで

ございまして、例えば文部科学省あたり、あ

るいは県の指定校に２年なり３年指定を仮に

します。その間は原則として校長先生は頑張

っていただくということになるわけでござい

ますが、一生懸命頑張られます。しかし指定

が終わる、そうすると２年たつ、あるいは３

年たってお邪魔しますと、そのときの特色と

いうものがもう完全に途絶える、そういうよ

うな実態等は多々私も聞きますし、私の目で

も見ますし、そういうのもありますので、少

しでも長くという考えは、とても理解ができ

ます。しかし、一方で何か校長先生方の年齢

構成というのを考えたときに、何か新陳代謝

が……

○松村昭委員 やはり考え方がいかぬ。退職

２年前だから校長にしようなんという考え方

は、やっぱりやめた方がいいですよ。会社で

もそうですよ。つぶれるもとなんです。です

から、学校が活力なくなるのはそういうもの

なんですから、これはひとつ教育長、ぜひい

、 。い先生 若い先生をどんどん引き上げてやる

できない先生を校長先生で年功序列でやって

、 。おったんじゃ 学校はたまったもんじゃない

それは警察だって、試験に通らぬなら絶対部

。 、長になれぬじゃないですか そういうふうに

やっぱり厳しくやらぬとよくならぬです。

○柿塚教育長 先生、私どもも試験を実施し

ております。
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○松村昭委員 30年前に１回したばかりじゃ

ないですか。

○柿塚教育長 以前はなかったみたいですけ

れども、面接でやりよったみたいですが、今

は完全に校長、教頭も試験を全部受けてパス

した者の中から、公報登載しながらやってお

ります。

○松村昭委員 立派な先生が校長になってお

られますけれども、やっぱり経営ですから、

年功序列でもう校長、これはしようがなかろ

うというようなことじゃなしに、若い人を引

き上げて、さっき言ったように５年でも６年

でも置くようなことを、学校人事課長、考え

ろ。ようならぬよ、熊本県は教育県なら。以

上、終わり。

○吉永和世委員長 ほかに。

○倉重剛委員 我が党においては、いわゆる

集中審議をやろう、党として一つの方向性を

つくろうということで、誠心誠意努力してい

ます。

民主・県民クラブもいらっしゃるし、公明

党もいらっしゃるから、それぞれやっぱり党

の意見というものを個人だけのいわゆるエゴ

じゃなくて、全体的な複合党としての意見統

一をぜひやっていただくように、我々からも

お願いをしておきたいというふうに思いま

す。

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 なければ、これで質疑を

終了します。

次に採決に入ります。継続、採択、不採択

の考えがありますが、この請第１号について

はいかがいたしましょうか。

（ 継続」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りいたします。

請第１号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第１号は継続審査とすることに決

定いたしました。

次に、請第４号についてはいかがいたしま

しょうか。

（ 継続」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りします。

請第４号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第４号は継続審査とすることに決

定いたしました。

次に、請第５号についてはいかがでしょう

か。

（ 継続」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りします。

請第５号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第５号は継続審査とすることに決

定いたしました。

次に、請第６号についてはいかがいたしま

しょうか。

（ 継続」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りします。

請第６号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○吉永和世委員長 御異議なしと認めます。
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よって、請第６号は継続審査とすることに決

定いたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。

議事次第に記載の事項について閉会中も継

続審査することを、議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○吉永和世委員長 それでは、そのように取

り計らいます。

次に、報告事項に入ります。

教育委員会から報告の申し出が２件、教育

委員会、警察本部共通の報告が２件あってお

ります。

執行部の説明後、質疑を受けたいと思いま

す。

まず、報告事項の中で県立高等学校の再編

整備等に係る計画の策定状況等については、

さきの請願の説明の中で後藤高校整備政策監

から報告がありましたので、この場での説明

は省略します。

それでは、報告１からお願いします。

○吉村教育政策課長 教育政策課でございま

す。

報告１の方でございますけれども、お手元

に熊本県教育振興基本計画の策定についてと

いう１枚紙の資料があります。ごらんいただ

きたいと思います。

この件につきましては、本会議で小杉委員

からも御質問があっておりますので、簡潔に

説明いたします。

まず、１の策定の趣旨でございます。昨年

12月に教育基本法が改正されまして、第17条

、 、第２項に 地方公共団体は国の計画を参酌し

その地域の実情に応じた計画を定めるよう努

めなければならない旨が定められておりま

。 、す 教育をめぐる情勢が大きく変化する中で

本県の教育振興の方向性を県民の皆様にお示

しすることは有意義なことと考えておりまし

て、教育振興基本計画を策定することとして

おります。

次に、２の計画の概要でございます。計画

の期間、対象、内容等はそこに記載している

とおりでございますが、幼児から高齢者まで

、 、 、すべての県民を対象としまして 学校 家庭

企業、地域社会等が一緒になってかかわりま

す教育、文化、安全などに関する施策を取り

。 、まとめることになります そういうことから

組織としまして知事部局及び県警本部の関係

課と十分連携をとりながら策定作業を進めて

まいります。

さらに、策定方法でございますけれども、

そこに記載している方法等で広く県民の方か

ら御意見をいただきますとともに、この計画

自体が議会の議決案件に当たると考えており

ますので、当委員会には適宜進捗状況を御報

、 。告して 御意見を賜りたいと思っております

それから、このペーパーの裏の方でござい

ますけれども、昨年９月に示されました国の

計画のイメージ素案でございます。

国においては現在、中央教育審議会特別部

会で検討中でございまして、そういった審議

の途中の情報等をできるだけ収集しながら、

本県の実情を踏まえた計画策定に取り組んで

まいりたいと思っております。

以上で本件の報告を終わります。

○吉永和世委員長 次に、教育委員会、警察

本部共通の報告事項について報告をお願いし

ます。

○吉村教育政策課長 教育政策課でございま

す。

お手元に熊本県中小企業振興基本条例への

取り組みについてという資料があるかと思い

ます。この基本条例は経済常任委員会所管に

なっておりますけれども、全庁的に関係する

ということから、当委員会においても報告さ

せていただきます。
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まず、条例の概要について簡潔に説明いた

します。

資料の１ページから２ページにかけまし

て、第４条に基本方針等という項目が上がっ

ております。その第１項には講ずるべき施策

が、第２項には講ずるべき措置が明記されて

おります。

２ページの講ずるべき措置というところ

に、県が発注する工事及び役務の調査事項に

当たっての留意点、あるいは中小企業の経営

安定支援、国等への中小企業振興策の要望な

ど、多岐にわたり列挙されております。

第５条では、財政上の措置を規定し、第６

条では中小企業の努力を促し、第７条では県

民の理解と協力を求めております。

、 、次に この条例の取り組みにつきましては

５ページから６ページにかけて記載がされて

おります。

推進体制としましては５ページに書いてあ

りますように、中小企業の振興をつかさどり

ます商工観光労働部が全庁の調整や取りまと

めを行い、施策の推進を図ることとされてお

ります。

６ページの方の取り組みの内容としまして

は、商工観光労働部において施策の取りまと

。 、めや公表を行います 条例の庁内周知を図る

そのほかに関係機関等と連携して、中小企業

や県民の方々に対する啓発を図ることとされ

ております。

中小企業は、県内事業者の99％を占めると

聞いております。その振興は県政にとりまし

て重要な課題でございますので、今回の条例

制定を機にさらに取り組みを進めていくこと

とされております。

教育委員会に関する事項としましては、人

材育成という点で広くかかわることになりま

す。資料には10ページあたりに、高校教育課

の事業を載せております。

そのほかに、県立図書館におきましては、

平成17年２月にビジネス支援情報コーナーを

設置しております。本年度からは、中小企業

診断協会熊本県支部の御協力によりまして、

起業経営無料相談会を開催しております。本

年５月の連休明けから来年の３月23日まで、

毎月２回、第２と第４の日曜日に開催するこ

とを計画しております。

以上でこの件の報告は終わります。

引き続いて、教育庁における平成18年度に

おける行財政改革の取り組みについて御報告

いたします。

Ａ４の横向きにしました２枚つづりの資料

があるかと思います。これについて、主なも

のを説明いたします。

１の行政改革の組織体制の見直しに掲げて

おります県立高校の統廃合に触れた件等につ

きましては、さっき説明があったとおりでご

ざいます。

次に、業務の見直しとしては、耐用年数や

入居率等をもとに策定しました教職員住宅廃

止基準に基づきまして、７つの教職員住宅を

廃止しております。

２ページに移ります。

利用率が低い公の施設の見直しでは、藤崎

台野球場と総合射撃場に指定管理者制度を導

入しております。今後も、サービス向上及び

利用拡大に向け、適切な管理運営がなされる

よう指導してまいります。

また、天草青年の家など４つの青少年教育

施設については、あり方検討委員会で見直し

を進めておりまして、利用者拡大のための条

例改正、施設使用料の見直し、指定管理者制

度導入の継続検討など今後の方針を決定して

おります。

それから県出資団体等の見直しでは、財団

法人県スポーツ振興事業団について、県職員

の派遣を廃止し、今後も民営化に向けたあり

方を検討してまいるということにしておりま

す。

次の財政改革の収入構造の見直しでござい

ますけれども、１つには、教職員住宅の賃借
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料を改定しておりまして、平成18年は前年度

比約６％の増額改定をし、本年度は18年度に

比較しまして平均8.9％の増額改定を行うこ

ととしております。

２つには、県立高等学校実習基金の循環的

活用でございます。平成18年度は基金への積

立額を800万円ほど削減して運用し、今年度

は農業系から水産系への額を1,000万円ほど

計上して運用することとしております。

それから次のページ３の意識改革でござい

ますけれども、成果重視型の人事管理、人材

育成のシステムにつきましては、１つには、

一人一人の教職員の資質の向上を目的とし

、 。て 新たな人事評価制度を導入しております

各自で立てていただきました自己目標をみず

から評価する自己評価と、複数の管理職が各

職員の職務行動を評価する評価者評価を盛り

込みまして、平成18年度から県内の全公立学

校で実施しております。

２つには、教職員の研修のあり方でござい

ます。昨年度、企画調整委員会で各研修の見

、 、直しを行い 160の研修を123に再編しまして

本庁各課で実施しておりました35の研修を教

育センターに移管しております。その結果、

本年度から研修全体の７割を教育センターで

実施することになります。

最後に、本年度も３月に報告しました平成

19年度実施計画に基づきまして、教育庁にお

ける行財政改革の着実な取り組みを進めてま

いります。

以上で教育庁の取り組みに関する報告を終

わります。

○松本警務課長 警務課です。

警察本部で取り組みました平成18年度行財

政改革の施行につきまして、お手元に配付し

ております報告資料、警察本部における平成

18年度の行財政改革の取り組みについてに基

づいて説明いたします。資料１ページをお願

いいたします。

行政改革における取り組み事項、治安情勢

等に応じた警察署、交番及び駐在所の管轄区

域の見直しについてでありますが、平成18年

度は２交番の新設に伴う管轄区域の見直しを

実施しております。

まず１つが、島崎交番の新設に伴う管轄区

域の見直しでありますが、西回りバイパスの

整備、新幹線工事等による事件等の増加に対

応するため、熊本南警察署管内の島崎駐在所

を廃止し、島崎交番を新設し、隣接する新町

交番の管轄区域を見直し、その一部を島崎交

番の区域としました。

２つ目が、地域住民の要望を受けまして、

夜間における菊池警察署管内の南部地域の体

制を強化するため、管内の広瀬駐在所、住吉

駐在所及び泗水駐在所の３駐在所を統合し、

花房台交番を新設しております。

次に、県出資団体の見直しについて御説明

いたします。資料２ページをお願いいたしま

す。

県出身団体等に対する県の関与に関する指

針に基づきまして、平成18年３月に策定しま

した警察本部所管の県出資団体等に対する関

与見直し実行計画に沿いまして、警察本部が

所管する財団法人熊本県暴力追放協議会に対

する県の関与の見直しを進めているものであ

ります。

この計画に基づきまして、平成17年度から

平成21年度までを実施期間として、累計で16

。0万の県費支出の削減等を予定しております

平成18年度は、前年に引き続きまして39万円

を削減しているところであります。

本年度におきましても、行財政改革の必要

性、重要性を認識しまして、平成19年度実施

計画に基づいて、警察本部における行財政改

革に取り組んでまいります。委員の皆様の御

理解と御協力を賜りますようお願いいたしま

して、報告を終わります。

○吉永和世委員長 報告が終了しましたの
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で、質疑を受けたいと思います。質疑はござ

いませんか。

○小杉直委員 教育委員会の報告事項の１を

聞きます。

私の本議会での質問の紹介までしていただ

いて、ありがとうございました。

腹が減っているので元気がありませんが、

さっきの説明の中に、知事部局と県警察と連

携、協議して、総合的計画をつくるという話

があったですね。これは教育長の答弁でもき

ちんとありましたが、その辺がこれに載って

おらんがな。それに対するお答えを。

○吉村教育政策課長 失礼しました。たしか

文章の中には、そこまで書いていなかったと

思います。

ただ、ここの17条の２項に地方公共団体は

とありますように、教育委員会はということ

ではなくて、地方公共団体はということでご

ざいますので、知事部局それから警察の方に

も一緒になって考えていただくというふうに

解していただきたいと思います。

○小杉直委員 今の教育大綱は議会承認はな

くていいんですな。教育委員会とか学校部局

ですね。今度のこの基本計画は、議会承認が

必要になるわけでしょう。本議会でもいろい

ろやり取りしたこともあるし、今言葉でもお

っしゃったけれども、その条文は入れぬでも

何か基本計画の概要とか策定方法の中身です

たい。やっぱり今度は総合的な計画にせんと

いかぬけん、知事部局とか県警察と協議、連

携して総合的計画の方向で進むぐらい入れて

おいた方が私は無難と思うがな。入れぬで言

葉で言うておったっちゃ、なかなか、月日が

たって、文言ば文章に入っておらぬ、入って

おるとで若干違ってくるおそれがあります

が、どうですか。

○吉村教育政策課長 既に幹事会を立ち上げ

ておりまして、その中に、警察の方にも入っ

ていただいております。

○小杉直委員 はい、わかりました。

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。

なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。

それでは次に、その他で何かございますで

しょうか。

○氷室雄一郎委員 長時間になって、済みま

せん。

警察の方に、まず夏の花火大会がいつもや

っておったんですが、いろんな道路の関係で

移動しておりますね。それで、もちろん交通

規制もなされると思うんですが、この出店関

係の規制が非常に厳しいということなんです

が、あそこに移って、一番にぎやかなところ

でございますので、この辺に歩行者天国もご

ざいますので、この辺の規制についてはどう

考えておられますか。昨年の出店関係は、厳

しい規制があったんでしょう。

○木庭交通規制課長 昨年度の藤崎台球場の

方で、また花火大会が実施されると聞いてお

りますけれども、出店の関係については、申

しわけありませんが詳しく承知しておりませ

ん。これから具体的な規制の内容等々を検討

していくことになっていますので、その中で

そういった出店の許可申請とか道路使用とか

を考えてみたいと思います。

○氷室雄一郎委員 昨年は、出店関係につい

ては、どのような規制をされましたか。

○木庭交通規制課長 詳しくは承知しており

ませんけれども、道路使用許可基準に基づい

て取り扱っていると思います。
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○氷室雄一郎委員 市民の皆さんはあそこに

集まって、中心地でもありますし、いるとこ

ろは若干違いますので、１回目はいろいろ規

制が厳しくあったとお伺いしているんですけ

れども、経済的な効果なり、また築城400年

ということで、県民の皆さんまた全国の皆さ

んに知っていただかないかぬ機会だと思いま

す。その辺の交通規制はもちろんといたしま

して、出店関係の規制が非常に厳しくて、歩

行者天国の方を何とかできないのかというこ

とも考えられるわけでございますけれども、

その辺はどがんするかも、まだことしは決め

ておられぬわけですか。

○木庭交通規制課長 規制につきましては、

走行禁止とかいう警察署長の権限の規制で実

施しております。それから出店につきまして

は、必要であれば道路使用許可ということで

対応していると思います。

ただ出店につきましては主催者側のいろい

ろな提案で自主的なお願いをする場合もある

と承知しておりますので、先ほど申しました

ように最終的には警察署の方で担当しており

ますので、申しわけございませんが詳細を承

知しておりませんので、今後、警察署と打ち

合わせまして対応していきたいと思っており

ます。

○氷室雄一郎委員 本年度は、昨年と同じよ

うな方針でやられる考え方なのかということ

が１点と、もう一つは、あそこで花火大会を

やることがどうかというふうに私も疑問に思

っているので、教育関係者にも聞きたいんで

すけれども、文化財の近くでは花火はなかな

かやらないわけでございますけれども、あえ

てやられた。場所を変えられたということで

あれば、その文化財の近くでやるということ

は別にしまして、警察の出店に対する規制に

ついては道路許可とか云々と言われましたけ

れども、この辺を柔軟的に考える要素はある

のかということをお尋ねしているわけです。

○木庭交通規制課長 ことしも、先ほど申し

ましたように、花火大会が藤崎台で実施され

るということは聞いております。規制につき

ましても、去年と大幅に大きく変えるという

方針でないということは、北署の方からも報

告を受けています。ただ、若干の見直しは、

交通規制については実施することがあるとい

うふうに聞いています。

先ほど申しましたように、その露店の関係

ですけれども、これにつきまして一応、昨年

は道路上の露店について許可はしていない、

施設の中で当然露店はやっているということ

でございます。

それで、露店の通りについての道路使用許

、 、可ですけれども いろいろありますけれども

基本的にはこういった道路使用許可につきま

しても、やはり住民の、地元の方の総意とい

うのが非常に大事になってきますので、そう

いうことを勘案しながら、それから基準に基

づいて、県の規則で道路使用許可の基準等が

ありますので、その辺を勘案しながら対応し

ていきたいと思っております。

○氷室雄一郎委員 今の説明を聞きますと、

まだちょっとわからぬところがあるんです

が、主催者側の対応も考えないかぬわけです

けれども、主催者側から要望があった場合に

ついては何らかまた、今の答弁と違うような

考え方ができるんですか。

○木庭交通規制課長 道路使用許可というの

は、一つ一つ具体的に許可を出しております

ので、なんとも主導的にはなかなか難しいと

ころがございますけれども、さっき申しまし

たように基準がございます。それに許可する

に当たっては、やはり地元の合意あるいは主

催者側の意向等も加味して対応したいと思っ
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ております。

○横内本部長 御質問の花火大会については

私もまだ承知しておりませんが、いずれにし

ても花火大会の会場は道路の交通の問題もご

ざいますし、また雑踏警備といった観点から

も安全に問題がございますので、いずれにい

たしましても今後、北署の方と具体的にまた

検討していきたいと思いますが、その結果等

も踏まえまして、警察本部としても地元の方

の意向も踏まえまして検討したいと思いま

す。

○氷室雄一郎委員 まだ明確に決まっていな

いと考えていいんですか。

○黒木交通部長 よろしいですか。先ほどか

ら質問をお伺いしておりますけれども、そう

いう具体的な、地元の意向であるとか道路使

用の問題で、警察署の管轄になっておりまし

て、警察本部では受けてないわけで、それは

把握していなければならないといえば、それ

までですけれども、そこら付近の話も聞きな

がら、それから交通規制課長が申し上げまし

たように、この道路使用というのは道路を使

用するための許可の話でございまして、交通

の安全、円滑上の問題でもあるわけでありま

す。それから今、本部長から答弁がございま

したように、花火大会が、道路交通の安全や

防犯、子供の安全、そういう問題も出てくる

だろうと思っておりますが、あくまでも道路

使用上、道路を使用することについての問題

は、これは道路使用区間ということになって

まいるわけで、そういう話も地元の意向あた

りも聞きながら、今から北署あたりが煮詰め

ていくことだろうというふうに思っておりま

す。

それから、もう一つの歩行者天国の話です

けれども、それ一応、私も春に来たばかりで

報告はまだ受けておらないわけでして、そう

いう意向がございますれば北署の方にまた話

をしていただいて、さっき言いましたように

交通の安全・円滑上の問題、それから花火大

会全体の、先ほどの諸般の問題などを聞きな

がら検討をさせていただきたいというふうに

思います。

何度も申し上げましたように、今初めてこ

の話を聞いておりますので、そういう話をこ

ちらからも署の方で聞きますし、それを協議

する段階で本部としての意見も申し上げてい

きたい、そういうふうに考えております。

○倉重剛委員 関連で。これはお礼を申し上

、 、げたいと思うんですけれども 下通繁栄会で

商店街に非常に圧迫を加えるということで先

般、違法出店――いわゆる出店ですね、がは

ばかって、暴力団関係も裏にあったというこ

とで、北署がそれを徹底的に排除していただ

きました。非常に、周辺の商店街は喜んでお

ります。

そういうのは、モラルも何もないわけです

ね。しかも、夜に青少年に対する圧力があっ

たりというようなことですね。だから、ここ

辺をけじめはぴしっとつけていただいたので

地元の人は非常に感謝しておりますけれど

も、そういうことも考えながら、防犯上もそ

れから交通上もぜひ対応していただきたい。

今の質問とはちょっと違いますけれども、

御礼を申し上げておきたいと思います。あり

がとうございました。

○小杉直委員 ２つ。１つは、今、倉重先生

、 、のお話ですが これは今おっしゃったように

下通での不法屋台に対する取り締まりは非常

に高い評価だったということは私も聞いてお

ります。氷室先生がせっかくあれだけおっし

ゃいますので、状況をよく把握していただい

て、また後日いろいろ御説明されることをお

願いしておきます。

２つ目ですが、これは我々にも関係するこ



- 47 -

とでございますけれども、選挙違反の取り締

まりについて、ちょっとお尋ねをしたいわけ

です。

刑事部長が、きょうの新聞によりますと御

勇退ということでございますので、きょうの

、 、委員会が最後かもしれませんが 刑事部長に

捜査二課長もいるかもしれませんが、刑事部

長に御質問をいたします。

実は来月は参議選がございまして、衆議院

の補欠選挙がございまして、かなり激しい選

挙になると思いますけれども、買収とか供応

とかはよく県警は昔から摘発をされておるで

すね。私も以前は、それはようしよったわけ

ですが、近年、文書違反が非常に多くなって

おりますね。幾つもありますけれども、特に

、 、私が気づくのは 候補者本人が選挙期間中に

私もある人のカラー名刺を持っております

が、これは後援活動として告示前までは節度

ある配りはいいわけですね。ところが、選挙

期間中に、候補者になろうとする者、その人

が繁華街とか人通りの多いところで、本人の

名前を書いたのぼりを立て、そしてリーフレ

ット、カラー名刺をどんどん通行人に配って

おられる。そういう姿を選挙のたびに見るよ

うになったわけですね。

その一つの理由が、やっぱり辻立ちの効果

をねらうということが近年出てきたわけです

ね。ですから、政治家になろうとする者、な

った者はやっぱりモラルとか法律をきちんと

守るというのが一番の大事なことであって、

そういう人たちが――私を含めてですが、モ

ラルとか違反をするということは極力避ける

ように、しないようにしなければならない。

しかも、規範意識が非常に薄らいでいる今日

において、やっぱり規範意識の保持のために

も、どうぞひとつ目に余るようなそういう文

書違反行為については積極的な警告、場合に

よっては、言うことを聞かぬなら検挙をして

いただくという方向で、ぜひお願いしたい。

というのが、一般有権者は「おお、よう頑

張っておるな」と。違反ということを知らな

いわけですね。ですから、違反ということを

知らずに、そうやって選挙期間中にどんどん

やりますと、一般有権者は「頑張っておるけ

ん、この人を支持しようかな」というふうに

やっぱり勘違いになりがちでございますの

で、非常に押し並べて考えますと不公平性が

出るような気がいたしますので、日ごろから

警告、検挙されておると思いますけれども、

来月の参議院選、衆議院選をひとつきっかけ

に、文書違反取り締まりも力を入れていただ

くように、まだ任期中でございますから、御

答弁いただきたいと思います。

○林刑事部長 小杉先生の温かい御質問をい

ただきまして、最後になりますけれども、御

質問に対してお答えしたいと思います。

まず、文書違反の警告件数ですけれども、

今言われましたけれども、警告は結構やって

おります。前回の参議院選挙、16年の７月が

228件、それから去年の衆議院議員選挙、９

月でしたけれども、これが101件。それぞれ

強力に、文書警告はやっております。

先日の統一地方選でも、文書違反の警告は

相当やっておりますけれども、今言われまし

たようなことを頭に置いて、来月行われます

衆議院あるいは参議院の同日選挙に対して、

県警としましても近日中に警察本部及び県の

各署に選挙違反取締本部を設置しまして、選

挙の公正を確保するために強力な取り締まり

あるいは警告等を行っていきたいと思ってお

りますので、今後ともどうぞよろしくお願い

したいと思います。

○小杉直委員 関連で。何といいますか、ホ

ットな質問で、その数字まで把握されておる

のでびっくりしたわけですが、どうぞひとつ

目に余る違反行為ということ、警告を聞かぬ

場合は検挙していただいて結構でございま

す、私も含めて。
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そういうことで、ひとつ県警の取り組みを

ぜひお願いしておきます。以上です。

○林刑事部長 今、先生がおっしゃったよう

、 、に 悪質なものについては警告を繰り返して

それでも直らぬ場合には検挙を前提としてや

りたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。

○小杉直委員 私も身を引き締めますので、

よろしくお願いします。

○倉重剛委員 申しわけないんですけれど

も、私も反省しないといけないと思うんです

けれども、同じようなことで後援会看板のは

んらんはすごいですね。あれには印紙を張ら

なければいけないということは、我々はよく

知っておるんです。私も、違反は大分あると

。 。思います 早速きょうは何したいと思います

そこら辺も含めて、ぜひひとつよろしくとい

うことになると怒られるような気がするけれ

ども、非常にはんらんをしているんですよ。

○林刑事部長 今、質問されましたことにつ

いては、私は去年の11月ごろ統一地方選を前

にして後援会活動の看板がはんらんしており

ましたので、一斉に警告しております。私の

記憶では200件ぐらいあったと思います。こ

れからも、そういうのも含めまして、県警と

しまして公正を確保するためにやってまいり

、 。ますので ひとつよろしくお願いいたします

○守田憲史副委員長 要望です。飲酒運転の

警官の方の免職の件なんですが、取り締まる

側の苦渋の決断だったというのは推測できる

んですけれども、やっぱり私は最近の飲酒運

転の厳罰化の流れというのは反対です。やは

り刑罰というかペナルティーというものは、

ほかの犯罪の違反もありますし、やはりバラ

ンスが必要だと思います。最近は、そのバラ

ンスがちょっと崩れているんじゃなかろうか

と思います。

本当は、その風潮についてはマスコミにも

言いたかったくらいなんですけれども、おり

なさらんですけれども、やはりバランスは今

後大切にしていただきたいと思います。

○横内県警本部長 先般、職員の事件につき

ましては、非常に皆様に申しわけないと思っ

ておりますが、ただ、この処分につきまして

は、恐らく１年前であれば懲戒免職にはして

なかったと思います。ただ、委員も御承知の

とおり、昨年８月に福岡県で子供さんが亡く

なった悲しい話がありました。それ以降、非

常にこの飲酒運転ですね、そういった全く罪

のない子供を３人殺してしまう、そういった

非常にこれは、やはり飲酒運転の恐ろしさと

いうのが社会にも浸透して、非常にこの飲酒

運転根絶に向けてものすごく、警察だけでな

くていろんな関連の業界にしても、県民の方

も取り組んでいるところでございます。

そういった中で、現実に、委員おっしゃる

ように、他県なんかでも従来より飲酒運転事

案に対する処罰は厳しくなっている。

社会全体が飲酒運転の根絶に取り組んでい

る中、特に今回の件につきましては、まさに

この飲酒運転ということは、警察としても飲

酒運転取り締まり強化を取り組んでいるさな

かにこういうことがあったわけでございま

す。しかも、飲酒運転というのは、これは本

人が自覚すれば絶対に防げる、自分が自覚し

ていれば絶対に防げる事案だと思いますの

で、そういった点も考慮しながら、今回の事

案としては、私は免職が妥当であるというふ

うに判断をしたわけでございます。

いずれにしても、この処分というものは、

個々の事案事案に応じて、対応とか社会的影

響とか、そういったものを総合的に、今後勘

案しながら対処したいというふうに考えてお

ります。
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○吉永和世委員長 ほかにございますか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○吉永和世委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了しました。

最後に、陳情・要望書等一覧のとおり、陳

情書１件、要望書１件が提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。

これをもちまして、本日の委員会を閉会い

たします。

委員各位、執行部の皆さん大変御苦労さま

でした。

午後１時52分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

文教治安常任委員会委員長


